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  HIDASHIN DISCLOSURE 2017

名　　称 飛驒信用組合 

略　　称 ひだしん 

本店所在地 高山市花岡町１丁目13番地1 

設　　立 昭和29年9月28日
営業区域 高山市・飛驒市・大野郡
店 舗 数 17ヵ店   他に店舗外ＡＴＭ   20ヵ店
自己資本額 242億円 （うち出資金　3億円）
組合員数            26,950名　　　　　　　　　　　　         

預金積金 2,459億円 

貸出金 1,025億円 
 

 

当組合の概要経営理念

5

（平成２9年３月３１日現在）

ごあいさつ 1

ひだしんと地域社会 

平成28年度業績のご報告
ひだしんのあゆみ 6

ひだしんトピックス 7

ひだしん 地域・社会貢献活動 9

地域密着型金融の取り組みについて １1 

さらなる金融仲介機能の発揮 13

店舗のご案内 １7

コンプライアンス体制について １8

リスク管理体制について  19

内部統制基本方針 21

お客さまの情報の管理 22

苦情対応・紛争解決措置等の概要について 23

信用組合と総代会制度について 25

組織図 27

報酬体系について 28

業務のご案内 29

主な手数料のご案内 31 

飛驒信用組合の現況

地域金融を通じ、地域社会の
発展に貢献します。

お客さまの声を経営に反映し、
質の高い金融サービスを提供します。

金融機関としての社会的責任と
公共的使命を念頭に、
法令遵守態勢の徹底と
高い企業倫理の確立に努めます。

1

2

3

ご
あ
い
さ
つ

 
お
客
さ
ま
と
と
も
に

歩
み
続
け
ま
す
。

理
事
長

　大
原
　誠
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　平素は飛驒信用組合に格別のご愛顧、お引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。

　本年も当組合の経営内容につきましてご理解を深めていただけますよう、ディスクロージャー誌「HIDASHIN 

DISCLOSURE 2017」を作成しましたのでご高覧いただければ幸いです。

　さて、当期のわが国経済は、先進国を中心とした海外経済の改善を受けて、輸出や設備投資が堅調に推移したほか、

個人消費も雇用・所得環境の改善等を背景に持ち直しの動きが続き、緩やかな回復基調を辿りました。

　一方金融情勢は、9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が導入されるなど、日銀による積極的な金融緩和

姿勢が維持され、金利は超低水準で推移しました。

　当地域におきましては、10月にJR高山駅の橋上駅舎化および東西自由通路の完成、12月に高山祭・古川祭の祭礼行事

のユネスコ無形文化遺産登録を背景に、外国人を含めた観光客数が大きく増加し、観光産業が地域経済の中心的な

牽引役となりました。

　このような情勢下で、当組合は、クラウドファンディングを活用した地域資源の発掘や新規事業支援が地方創生に効果

のある特徴的な取り組みをしているとして、「内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局」より表彰を受けるとともに、

高山市丹生川支所内に出張所開設、高山市市制施行80周年を記念した社会貢献事業等、地域密着型金融の充実に努

めた結果、期末預金2,459億円、貸出金1,025億円と業容は順調に推移し、業務の効率化と収益力強化の徹底により、

当期純利益6億6千万円を計上することができました。

　新年度の景気動向を眺めますと、政府・日銀の各種政策効果が期待される一方、世界経済は地政学的リスクや保護主

義の台頭から不確実性が高まっており、先行きは不透明感が増す厳しい情況が予想されます。

　かような情勢のもと、地域金融機関として社会的責任と使命を深く認識し、“地域通貨・さるぼぼコイン”の電子化事業

を始め利便性の高い金融サービスの創造等、お客さま第一の経営を更に加速できるよう全力を傾注してまいりますので、

一層のご理解、ご後援を賜りますようお願い申しあげます。

平成29年7月
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　当
組
合
は
高
山
市
、飛
驒
市
、大
野
郡
を
営
業
区
域
と
し
て
金
融
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
お
り
、地
域
の
皆
さ
ま
か
ら
お
預
け
い
た
だ
い
た
ご
預
金
は
、地

元
企
業
の
事
業
活
動
の
た
め
の
資
金
や
当
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
が
住
宅
や

自
動
車
を
ご
購
入
さ
れ
る
際
の
資
金
な
ど
へ
の
ご
融
資
と
し
て
ご
利
用
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　ま
た
、 

金
融
機
能
の
提
供
に
留
ま
ら
ず
企
業
経
営
・
人
材
育
成
・
文
化
活

動
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
と
い
っ
た
面
も
視
野
に
入
れ
て
広
く
地
域
社
会
の
活
性

化
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

お客さまからのご預金について
　当組合は、お客さまの着実な資産づくりのお手伝いをさせ
ていただくため、新商品開発や、サービスの一層の充実に向
けて努めております。
　また、お客さまの大切な財産を安全・確実に運用し、お気
軽にご利用いただけるよう各種商品を取り揃えております。

平成29年３月末　預金積金残高          

お客さまへのご融資について
　お客さまからお預かりした大切なご預金は、小口・多数利
用の原則に立ち、地元中小企業の皆さまへのご融資のほか、
住宅ローン、消費者ローン等勤労者向けご融資を積極的に取
組んでおります。
　今後も、資金ニーズに幅広くお応えできるよう融資商品の
充実に努めてまいります。

1,025億円

  1,961億円

業務純益 　    　　10 億66百万円

経常利益 　      　11億35百万円

当期純利益        　　6 億 62百万円

ご融資以外の運用について
　当組合は、お客さまのご預金をご融資による運用の他、預
け金や有価証券等により運用を行っております。
　このうち、預け金は主に全国信用協同組合連合会の定期預
金に、有価証券は国債をはじめ高格付債券を中心に安全を第
一とした運用に努めております。

今期の決算について
　平成29年3月期の決算は、業務純益10億66百万円、経常利
益11億35百万円、当期純利益6億62百万円を計上することがで
きました。

詳しくは、29ページをご覧下さい。

詳しくは、30ページをご覧下さい。

2,459億円

平成29年３月末　貸出金残高   

平成２9年３月末　預け金・有価証券運用残高

ひ
だ
し
ん
と
地
域
社
会

地域を何よりも大切に考え、ともに歩み続けます。

建設業
6.8%

勤労者・個人
46.6%

製造業 
6.2%

運輸業、郵便業 1.8%
情報通信業 0.2%

卸売業、小売業
　　7.8%

電気、ガス、熱供給、水道業
1.0%

農業、林業 0.8%

不動産業 
8.2%

宿泊業 1.0%

金融業、保険業 0.5%

学術研究、専門・
技術サービス業　0.2%

生活関連サービス業、
娯楽業　1.5%

地方公共団体
　10.2%

教育、学習支援業 0.1%

医療、福祉 0.7%

飲食業 0.5%

その他の産業 1.6%
その他のサービス 4.3%

定期預金
75.1%

普通預金
19.9%

定期積金 3.4%

当座預金 1.0% その他の預金  0.4%
通知預金   　0.2%

■ 預金積金の科目別構成

■ 貸出金の業種別構成

■ 預け金・有価証券の運用構成

役職員数  ：180名
店 舗 数　：17ヵ店
店外ATM ：20ヵ店

組合員数：26,950名
出 資 金 ：308百万円

お客さま 飛驒信用組合

預け金
30.9%

その他の証券
34.0%

国債
6.8%社債

10.9% 地方債
16.2%

株式 1.2%

4 3  HIDASHIN DISCLOSURE 2017

　
ひ
だ
し
ん
と
地
域
社
会

　
ひ
だ
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と
地
域
社
会
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平
成
28
年
度 

業
績
の
ご
報
告

ひ
だ
し
ん
の
あ
ゆ
み

　

夏
・
冬
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
定
期
預
金
や
退
職
金
定

期
の
販
売
、年
金
振
込
口
座
及
び
給
与
振
込
口
座
の

推
進
に
よ
る
預
積
金
獲
得
等
に
よ
り
、前
期
比

1
2
0
億
34
百
万
円
増
加
（
年
率
5.

14
%
増
）し
、

期
末
残
高
は
2
，4
5
9
億
43
百
万
円
と
な
り
ま

し
た
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
、消
費
者
ロ
ー
ン
等
の
個
人
向
け

融
資
に
加
え
、法
人
融
資
の
積
極
的
推
進
を
図
っ

た
結
果
、
総
融
資
残
高
は
前
期
比
57
億
22
百
万
円

増
加（
年
率
5.

91
%
増
）し
、
期
末
残
高
は

1
，0
2
5
億
34
百
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
銀
行
の
異
次
元
的
な
金
融
緩
和
の
継
続
に
よ

る
市
場
金
利
の
低
下
等
、厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
り

ま
し
た
が
、
米
国
経
済
の
影
響
に
よ
る
株
高
か
ら

マ
ー
ケ
ッ
ト
環
境
が
好
転
し
た
こ
と
に
加
え
、効

率
的
な
資
金
運
用
と
経
営
全
般
に
亘
る
合
理
化
・
効

率
化
の
徹
底
に
注
力
し
た
結
果
、
経
常
利
益
は
11
億

35
百
万
円
・
当
期
純
利
益
は
6
億
62
百
万
円
を
計
上

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

当
組
合
は
、長
年
に
わ
た
り
利
益
か
ら
の
蓄
積
で

あ
る
、特
別
積
立
金（
無
コ
ス
ト
資
金
）を
中
心
に
自

己
資
本
の
増
強
に
努
め
て
き
ま
し
た
結
果
、平
成
29

年
3
月
末
の
自
己
資
本
は
、2
4
2
億
円
と
健
全
な

体
質
を
堅
持
し
て
お
り
ま
す
。

　

自
己
資
本
比
率
は
、貸
出
金
や
有
価
証
券
等
の「
リ

ス
ク
資
産（
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
等
）」に
対
す
る
出
資

金
や
内
部
留
保
等
の「
自
己
資
本
」の
割
合
を
示
す
数

値
で
、金
融
機
関
の
健
全
性
・
安
全
性
を
測
る
重
要
な

指
標
で
す
。自
己
資
本
比
率
は
、国
内
基
準
で
４
％
以

上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、当

組
合
は
一
貫
し
て
自
己
資
本
の
充
実
と
健
全
性
に
努

め
て
き
ま
し
た
結
果
、平
成
29
年
3
月
末
の
自
己
資

本
比
率
は
17
・
02
％
と
な
り
、国
内
基
準
の
4

．25
倍

を
超
え
る
高
い
水
準
に
あ
り
ま
す
。

平成29年
3月期

平成27年
3月期

平成27年
3月期

 

自
己
資
本
比
率
の
推
移

 

自
己
資
本
の
推
移

平成29年
3月期

平成27年
3月期

2,459
2,178

19.14%

平成28年
3月期

平成27年
3月期

平成29年
3月期

平成27年
3月期

平成28年
3月期

平成28年
3月期

868

684 662

平成28年
3月期

1,239 968
913

平成元年平成20年 平成10年

昭和29年昭和40年昭和50年昭和60年

２1
年 
６
月 
五
代
理
事
長
に
林 

謙
三 
就
任

 

１０
月 
飛
驒
市
指
定
金
融
機
関
業
務
開
始

２２
年 
３
月 
創
立
55
周
年
記
念
寄
付
金
贈
呈

２4
年 
９
月 
ひ
だ
し
ん
さ
る
ぼ
ぼ
倶
楽
部
発
足

２5
年 
６
月 
理
事
長 

林 

謙
三 

会
長
に
就
任

 

 

六
代
理
事
長
に
大
原 

誠 

就
任

 

９
月 
花
岡
町
に
本
店
営
業
部
新
築
移
転

 

 

本
町
の
旧
本
店
に「
本
町
サ
テ
ラ
イ
ト
出
張
所
」開
設

２6
年 
3
月 
東
海
財
務
局
よ
り「
平
成
25
年
度
地
域
密
着
型
金
融
に

 

 

関
す
る
取
組
み
に
お
け
る
顕
彰
」受
賞

 

４
月　

創
立

６０
周
年
記
念
年
金
旅
行
開
催

　
　

７
月　

無
料
相
談
所「
Ｂ
ｉ
ｚ
Ｃ
ｏ
ｎ
．Ｈ
Ｉ
Ｄ
Ａ
」開
設

　
　
　

８
月　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

 

 

「
Ｆ
Ａ
Ａ
Ｖ
Ｏ
飛
騨
・
高
山
」運
営
開
始

　
　
　

11
月 
当
組
合
1
0
0
％
出
資
子
会
社

 

 

ひ
だ
し
ん
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
株
）設
立

２7
年 
2
月 
「
飛
騨
・
高
山
さ
る
ぼ
ぼ
結
フ
ァ
ン
ド
」設
立

　
　
　

11
月 
東
山
支
店
を
駿
河
屋
エ
ブ
リ
東
山
店
内
に

 

 

Ｉ
S
Ｂ（
イ
ン
ス
ト
ア
ブ
ラ
ン
チ
）と
し
て
新
築
移
転

 

 

飛
驒
市
古
川
町
に
て
安
望
藤
園
を
復
旧
整
備
し
開
園

28
年 
3
月 
高
山
市
制
80
周
年
を
記
念
し
50
百
万
円
を
寄
付

 

10
月 
高
山
市
丹
生
川
支
所
内
に

 

 

「
丹
生
川
出
張
所
」開
設

 

 

高
山
陣
屋
に
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

 

 

マ
ッ
ピ
ン
グ
を
実
施

29
年 
2
月 
平
成
28
年
度「
地
方
創
生
に
資
す
る

 

 

金
融
機
関
等
の
特
徴
的
な
取
組
事
例
」

 

 

で
表
彰

 

 

岐
阜
県
子
育
て
支
援
エ
ク
セ
レ
ン
ト
企
業
に
認
定

２９
年 
９
月 
飛
驒
商
工
信
用
組
合
設
立

 

 

初
代
理
事
長
に
北
村 

長
之
助 

就
任

 

１０
月 
高
山
市
本
町
2
丁
目
7
番
地
で
営
業
開
始

３１
年 
５
月 
本
店
を
本
町
1
丁
目
2
番
地
へ
移
転

３３
年 
５
月 
理
事
長 

北
村 

長
之
助 

逝
去

 

９
月 
古
川
町
弐
之
町
に
古
川
支
店
開
設

３４
年 
７
月 
二
代
理
事
長
に
安
達 

彌
太
郎 

就
任

３６
年 
６
月 
神
岡
町
堀
川
町
2
丁
目
に
神
岡
支
店
開
設

４０
年 

１２
月 
古
川
支
店
を
金
森
町
に
新
築
移
転

４1
年 

１２
月 
七
日
町
2
丁
目
に
七
日
町
支
店
開
設

４4
年 
4
月 
森
下
町
1
丁
目
に
山
王
支
店
開
設

４６
年 
３
月 
理
事
長 

安
達 

彌
太
郎 

退
任

 

 

三
代
理
事
長
に
稲
田 

秋
平 

就
任

４７
年 
４
月 
昭
和
町
1
丁
目
に
松
倉
支
店
開
設

４９
年 
４
月 
飛
驒
信
用
組
合
に
改
称

５０
年 
８
月 
七
日
町
支
店
を
七
日
町
3
丁
目
に

 

 

新
築
移
転

５１
年 
３
月 
下
岡
本
町
に
中
山
支
店
開
設

５３
年 

１０
月 
西
之
一
色
町
3
丁
目
に
松
泰
寺
支
店
開
設

５５
年 
７
月 
国
府
町
広
瀬
町
に
国
府
支
店
開
設

５６
年 
６
月 
自
営
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
稼
働

 

１２
月 
本
店
新
築  

本
店
新
築
記
念
式
典
挙
行

５８
年 
８
月 
松
之
木
町
に
東
山
支
店
開
設

５９
年 
11
月 
中
山
支
店
新
築

 

 

ひ
だ
し
ん
経
営
研
究
会
発
足

６０
年 

１０
月 
国
府
支
店
新
築
移
転

 

11
月 
吹
屋
町
に
城
山
支
店
開
設

 ６３
年 
５
月 
石
浦
町
に
新
事
務
セ
ン
タ
ー
完
成

元
年 
８
月 
理
事
長 

稲
田 

秋
平 

会
長
に
就
任

 

 

四
代
理
事
長
に
前
田 

修
平 

就
任

２
年 
８
月 
松
倉
支
店
を
昭
和
町
2
丁
目
に
新
築
移
転

３
年 
３
月 
松
泰
寺
支
店
を
西
之
一
色
町
１
丁
目
に
新
築
移
転

４
年 
８
月 
会
長 

稲
田 

秋
平 

逝
去

 

１０
月 
日
銀
歳
入
復
代
理
店
・

 

 

外
国
為
替
業
務
を
開
始

5
年 

１０
月 
神
岡
支
店
新
築

６
年 

１０
月 
創
立
40
周
年
記
念
式
典
挙
行

 

11
月 
古
川
町
栄
2
丁
目
に
西
古
川
支
店
開
設

 

１２
月 
山
王
支
店
新
築

８
年 
９
月 
城
山
支
店
新
築

9
年 
５
月 
石
浦
町
5
丁
目
に
石
浦
支
店
開
設

 

６
月 
「
松
倉
支
店
」を「
け
や
き
通
り
支
店
」に

 

 

名
称
変
更

１１
年 
11
月 
中
山
支
店
を
下
岡
本
町
3
0
7
8
番
地
に

 

 

新
築
移
転

 

１２
月 
高
山
市
指
定
金
融
機
関
に
指
定
さ
れ
る

１２
年 

１０
月 
信
組
共
同
セ
ン
タ
ー
へ
加
盟

13
年 
11
月 
下
林
町
に
西
高
校
前
支
店
開
設

14
年 

１２
月 
古
川
支
店
新
築

１６
年 

１０
月 
創
立
50
周
年
記
念
式
典
挙
行

 

11
月 
三
福
寺
町
に
三
福
寺
支
店
開
設

 １７
年 

１０
月 
ひ
だ
し
ん
会
青
年
部
会
発
足

１８
年 
５
月 
郵
貯
A
T
M
提
携
入
金
業
務
開
始

19
年 

１２
月 
岐
阜
大
学
と「
産
学
連
携
協
定
」締
結

２０
年 
５
月 
岐
阜
県
子
育
て
支
援
企
業
登
録
制
度

 

 

取
組
み
開
始

 

１０
月 
県
少
年
サ
ッ
カ
ー
地
区
予
選
兼『
ひ
だ
し
ん
カ
ッ
プ
』共
催

● 経常利益 ● 貸出金残高 ● 預金・積金残高 

● 自己資本の推移 ● 自己資本比率の推移 ● 当期純利益 

1,025

236 242

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9

8
9

7

230

18.55%
17.02%

平成28年
3月期

平成29年
3月期

自己資本比率
（平成29年３月期）

17.02％

自己資本額
（平成２9年３月期）

242億円

国内基準 4％

平成29年
3月期

平成28年
3月期

預
金
・
積
金

貸
出
金

収 

益

自
己
資
本
比
率

1,135
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平
成
28
年
度
　
業
績
の
ご
報
告

　
ひ
だ
し
ん
の
あ
ゆ
み



中
期
経
営
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

「
こ
う
あ
り
た
い
ー
H
A
P
P
Y
」を
創
る
た
め
に

ひ
だ
し
ん
は
、地
域
の
皆
さ
ま
と
と
も
に「
H
A
P
P
Y
」を

創
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

岐
阜
県
子
育
て
支
援

エ
ク
セ
レ
ン
ト
企
業
に
認
定

2016年度の

　
こ
の
想
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
2
0
1
6
年
４
月
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
中
期
経
営
計
画
に
お
い
て
、「
C
S
V
経
営
」を
テ
ー
マ

に
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
C
S
V（Creating  Shared  Value

）経
営
と
は
事
業
活
動
を

通
じ
て
企
業
に
と
っ
て
の
価
値
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
価
値
の

創
造
を
も
目
指
す
経
営
、い
わ
ば『
三
方
良
し
』の
理
念
に
基
づ
い
た

経
営
を
意
味
し
ま
す
。

　
事
業
活
動
を
通
じ
て
地
域
の
社
会
的
な
課
題
に
取
組
ん
で
い
く

こ
と
で『
買
い
手
良
し（
＝
お
客
さ
ま
の
H
A
P
P
Y
）』、『
売
り
手

良
し（
＝
当
組
合
、職
員
の
H
A
P
P
Y
）』、『
世
間
良
し（
＝
地
域

の
H
A
P
P
Y
）』の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
・
組
織
と
手
を
取
り

合
い
協
働
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
皆
さ
ま
と
と
も
に
地
域
に
新
し
い
光
を
灯
し
た
い
。
そ
れ
が
当

組
合
の
想
い
で
す
。

ひだしんのこの1年の

活動をご紹介していきます

ひだしんトピックス

　
当
組
合
で
は
、2
0
1
6
年
4
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
中
期
経
営

計
画
に
お
い
て「
働
き
や
す
さ
日
本
一
」を
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し

て
掲
げ
、さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
、以
下
の
４
点
が
当
組
合
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
評
価

さ
れ
、岐
阜
県
か
ら「
子
育
て
支
援
エ
ク
セ
レ
ン
ト
企
業
」に
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
も『
女
性
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
』『
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
明
確

化
』『
多
様
な
働
き
方
の
実
現（
在
宅
勤
務
、育
児
、介
護
休
暇
制
度

の
充
実
等
）』の
実
施
等
、仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
や
女
性
活
躍

の
た
め
の
取
り
組
み
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

育
休
か
ら
復
帰
し
た
女
性
職
員
が
中
心
と
な
っ
て
事

務
の
改
善
を
進
め
、ま
っ
た
く
新
し
い
事
務
体
制
を
整

備
し
、女
性
の
リ
ー
ダ
ー
を
多
数
登
用
し
た
点

1

買
い
物
つ
い
で
に
も
立
ち
寄
り
や
す
い
東
山
Ｉ
Ｓ
Ｂ

を
オ
ー
プ
ン
し
、子
供
向
け
の
イ
ベ
ン
ト
を
毎
月
実
施

す
る
等
、子
育
て
世
代
の
お
客
さ
ま
に
利
用
し
や
す
い

店
舗
作
り
を
行
っ
て
い
る
点

3

宿
泊
補
助
券
や
誕
生
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
等
、独
自
の

福
利
厚
生
制
度
で
、職
員
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

の
充
実
を
促
し
て
い
る
点

4

パ
ー
ト
職
員
か
ら
嘱
託
職
員
、嘱
託
職
員
か
ら
正
職
員

へ
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
で
き
る
制
度
を
整
え
、12
名
が

パ
ー
ト
職
員
か
ら
嘱
託
職
員
へ
、2
名
が
嘱
託
職
員
か

ら
正
職
員
へ
と
登
用
さ
れ
、女
性
の
活
躍
の
場
を
広
げ

た
点

2

電子地域通貨「さるぼぼコイン」
平成29年秋 リリース予定！

　
東
京
に
人
・
モ
ノ
・
カ
ネ
が
集
ま
る
一
極
集
中
を
背
景
に
、地
方
に
お
い
て

は
人
口
減
少
や
過
疎
化
、経
済
の
停
滞
が
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。政
府
は
そ
の

問
題
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
、「
地
方
創
生
」を
経
済
政
策
の
柱
の

一
つ
と
し
て
掲
げ
、「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」の
５
ヵ
年
計
画

を
策
定
し
、東
京
一
極
集
中
の
人
口
構
造
や
経
済
の
バ
ラ
ン
ス
是
正
を
目
指

し
て
い
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、問
題
解
決
に
は
地
域
資
源
を
利
活
用
し
、各

自
治
体
固
有
の
問
題
に
合
致
し
た
地
域
経
済
再
生
の
推
進
が
急
務
で
あ
り
、

特
に
地
域
密
着
型
の
金
融
機
関
に
期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

当
組
合
は
中
期
経
営
計
画
に
Ｃ
Ｓ
Ｖ（
共
有
価
値
の
創
造
）経
営
を
掲
げ
、社

会
問
題
解
決
と
競
争
力
強
化
の
両
立
に
長
ら
く
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、高
山
市
は
、2
0
1
6
年
の
観
光
客
数
が
前
年
比
4
％
増
の
約

4
5
0
万
人
、外
国
人
観
光
客
の
宿
泊
者
数
は
同
15
％
増
の
約
42
万
人
と
過

去
最
高
水
準
を
記
録
し
、高
ま
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の
対
応
も
迫
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
地
元
経
済
を
下
支
え
す
る
こ
と
で
金
融
機
関
の
役
目
を
果
た
し
、地
域
経

済
の
活
性
化
と
訪
日
外
国
人
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
両
方
を
実
現
す
る

た
め
、今
回
、フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
領
域
に
お
け
る
ア
プ
リ
開

発
で
業
界
一
の
実
績
を
誇
る
株
式
会
社
ア
イ
リ
ッ
ジ
と
協
業
す
る
こ
と
で
、

問
題
解
決
の
取
り
組
み
を
推
進
し
ま
す
。

　「さ
る
ぼ
ぼ
コ
イ
ン
」は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
上
で
利
用
で
き
る

電
子
通
貨
で
、飛
騨
・
高
山
エ
リ
ア
の
地
域
限
定
で
利
用
可
能
な
地
域
通
貨

で
す
。地
元
企
業
・
商
店
で
の
資
金
流
通
を
促
し
、地
域
経
済
の
活
性
化
を
目

指
す
ほ
か
、訪
日
外
国
人
観
光
客
向
け
の
決
済
手
段
の
簡
素
化
も
同
時
に
実

現
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　平
成
29
年
5
月
15
日
よ
り
実
証
実
験
を
開
始
し
、平
成
29
年
秋
に
リ
リ
ー

ス
の
予
定
で
す
。

導
入
の
背
景

“さるぼぼコイン”をスマホにチャージ！

お買物やご飲食の際にキャッシュレスで

お支払いがスマートに！

さるぼぼコイン アプリ

飛騨信用組合 経営企画部

TEL:0577-32-8988

詳細は

コチラから！

電子地域通貨

の

ご案内

街 の コンシ
ェルジュ
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ひ
だ
し
ん
ト
ピ
ッ
ク
ス

　
ひ
だ
し
ん
ト
ピ
ッ
ク
ス



文
化
活
動
・
ス
ポ
ー
ツ
交
流
支
援
も
毎
年
行
っ
て
お
り
ま
す
。

文
化
活
動

　第
22
回
「
お
客
様
謝
恩
コ
ン
サ
ー
ト
」

約
2,
4
0
0
名
の
方
に
ご
来
場
い
た
だ

き
ま
し
た
。

小
学
生
サ
ッ
カ
ー
大
会

　飛
騨
地
域
の
サ
ッ
カ
ー
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

13
団
体

　約
6
0
0
名
の
児
童
に
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。

地
元
経
済
活
動
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

ひ
だ
し
ん
会

　毎
年
著
名
な
講
師
を
招
い
て
講
演
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

飛
騨
・
高
山
地
域
を

ス
ポ
ー
ツ
で
元
気
に
！

　ひ
だ
し
ん
は
、
高
山
市
出
身
の
ア
ル

ペ
ン
ス
キ
ー
ヤ
ー
新
井
真
季
子
選
手
と

地
元
の
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
飛
騨
高

山
ブ
ラ
ッ
ク
ブ
ル
ズ
岐
阜
の
ス
ポ
ン

サ
ー
と
し
て
彼
女
た
ち
を
全
面
的
に
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

ひ
だ
し
ん
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

マ
ッ
ピ
ン
グ
上
映

地
域
社
会
の
一
員
と
し
て

C
S
R
活
動
に

取
組
ん
で
い
ま
す
。

地
域
の
祭
り
に
参
加

　「第
21
回
ち
ょ
け
ら
ま
い
か
」大
仮
装
盆
踊
り

大
会
に
参
加
。
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
ま
し
た
。

藤
ま
つ
り
を
開
催

　雪
害
に
よ
る
破
損
か
ら
再
生
し
た
安
望
藤

園
に
て
藤
ま
つ
り
を
開
催
、
地
域
の
皆
さ
ま

に
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ひ
だ
し
ん
会
青
年
部
会

第100回　福島 敦子 先生
（ジャーナリスト）

第101回　花田 景子 先生
（貴乃花部屋女将）

（フリーキャスター）

第34回　藪本 雅子 先生
（フリーキャスター）

（岐阜大学 工学部教授）

　地
元
若
手
経
営
者
の
研
修
・
育
成
を
目
的
と
し
て
、平
成
17
年
に
発
足
し
ま
し
た
。
会
員
は
50
歳
ま
で
の
経
営
者
ま
た
は
そ
の
後
継

者
で
、
現
在
の
会
員
数
は
1
4
4
名
で
す
。

　活
動
は
、
講
演
会
、
勉
強
会
、
懇
親
会
等
様
々
で
す
。

　当
組
合
は
こ
れ
か
ら
も
ひ
だ
し
ん
会
青
年
部
会
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
繁
栄
に
貢
献
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

第33回　伊藤 聡子 先生

　平
成
28
年
10
月
16
日
〜
11
月
14
日
ま
で

高
山
陣
屋
に
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ

ピ
ン
グ
を
上
映
し
ま
し
た
。
壮
大
な
音
楽

と
繊
細
な
映
像
美
で「
飛
騨
高
山
の
四
季
」

を
上
映
、
多
く
の
方
に
鑑
賞
い
た
だ
き
ま

し
た
。

2016年度
ひだしん地域・社会貢献活動

第35回　髙木 朗義 先生

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
交
流
支
援

社
会
貢
献
活
動

企
業
支
援
・
人
材
育
成
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ひ
だ
し
ん
　
地
域
・
社
会
貢
献
活
動

　
ひ
だ
し
ん
　
地
域
・
社
会
貢
献
活
動
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中小企業金融円滑化への対応状況

１. 事業用のお客さまへの貸付

地域密着型金融　

平成29年度地域密着型金融の取組み方針

貸付の条件の変更等の申込みを
受けた貸付債権
うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

件数 金額

2,552

　当組合は平成21年12月4日に「中小企業金融円滑化法」が施行されて以降、事業者・住宅ローンのお客さまの要望に対し金融の
円滑化に取り組んでまいりました。
　平成25年3月末に同法は期限を迎えましたが、地元経済への影響・雇用維持等の観点から当組合の取り組み方針に何ら変更は
ございません。今後も金融仲介機能の積極的な発揮に一層努める所存です。

　「地方創生」において当組合に求められるものは、地域密着型金融(リレーションシップバンキング)を確実に実践していくことだ
と考えています。
　具体的には、金融仲介機能のベンチマークの活動を通して、担保・保証に過度に依存することなく、お客さまの事業内容や成長可
能性などを適切に評価(事業性評価)し融資に取り組むと共に、お客さまの相談ごとに真摯に対応いたします。また当組合は、地域
やお客さまに対する深い理解とそのニーズに基づき、電子地域通貨の導入などさまざまな切り口からタイムリーなアクションを起
こします。
　このように当組合は人口減少により地域経済が縮小することが予想されるなか、積極的に汗をかくことを心掛け、地域経済を活
性化させることで地方創生が実現すると考えています。

(単位：件、百万円） ２. 住宅ローンのお客さまへの貸付
平成29年3月末

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

件数 金額

(単位：件、百万円）
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①FAAVO飛騨・高山（クラウドファンディング）の取組み　（※図1）

③「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合」の設立について

①事業者の皆さまに対する
　コンサルティング機能の発揮

図1　ＦＡＡＶＯ飛騨・高山スキーム図

既存の資金供給メニューではフォローができなかったイベント開催費用、新規事業費用等の受け皿としてお客
さまの様々なニーズにお応えすることを目的として導入。

貸付の条件の変更等の申込みを
受けた貸付債権

1．動機（経緯）

株式会社サーチフィールドと業務提携し、飛騨地域・高山地域に特化した購入型クラウドファンディングのプ
ラットホームである「ＦＡＡＶＯ飛騨・高山」を運営。（図1を参照）

2．概要

【ＦＡＡＶＯ飛騨・高山の成果】
平成29年3月末現在までに29件のプロジェクトのファンディングをサポート。内24件がファンディングを成功
しており、2件が募集中である。
地域食材を使ったイベントの開催、アレルギー対応スイーツ専用製造工房の開設、地域食材を使ったレシピ本
の自費出版などのプロジェクトが実現。

【当組合の成果】
地域法人・個人のプロジェクトを支援することにより、お客さまとの関係性がより強固なものとなり、新規事業
に係る相談等が、当組合に多く来るようになった。

3．成果（効果）

お客さまが検討している新規事業のテストマーケティングや、地元発のイベント開催プロジェクトなどを、飛
騨・高山の魅力とともに全国に向けて発信し、当地が活性化すること、地域に一番密着した金融機関として寄
与することを目指します。

4．今後の予定
　（課題）

名称

飛驒信用組合
全国信用協同組合連合会
ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社
REVICキャピタル株式会社

1号：平成27年２月１日　2号：平成28年6月10日

飛騨・高山さるぼぼ結ファンド
投資事業有限責任組合　1号・2号

　当組合は、地域経済の活性化を目的とする「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合」を、ひだしんイノベーション
パートナーズ株式会社、および、REVICキャピタル株式会社を無限責任組合員として、1号ファンドを平成27年２月１日付、2号ファ
ンドを平成28年6月10日付で設立致しました。
　地域経済の活性化においては、『地域の元気』が必要であり、このファンドを通じて資本性資金の提供を行うことで、地域の皆
さまの起業や新事業への展開を後押ししたいと考えております。

ファンド金額 共に５億円

 本ファンドの概要は以下の通りです。

組合員構成

設立日

ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社
REVICキャピタル株式会社業務運営者

・ベンチマークの活用により金融仲介機能の質を一層高め、お客さまのニーズや課題に適切に対応
・BizCon.HIDA（よろず相談窓口）を通じた経営支援
・地域活性化ファンド「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド」による企業支援

・ふれあい通信、電子メール、さるぼぼチャンネルを使い、地域密着型金融に関する具体的取組み事例の紹介
・街ゼミ等、地域の取組みに対する積極的な参加
・さるぼぼ倶楽部サロンでの各種セミナーの実施

②地域の面的再生への
　積極的な参画

③地域の皆さまに対する
　積極的な情報発信

・電子地域通貨「さるぼぼコイン」の導入
・クラウドファンディングの推進
・「地方版総合戦略」の推進に積極的に関与
・金融経済教育や、スポーツ振興、文化復興等、各種CSR活動の実施
・まちづくり、ひとづくりへの貢献

平成29年3月末

②BizCon.HIDA（ビズコンヒダ）の開設　（※図2）

図2　BizCon.HIDAスキーム図■ 理念

地域の事業者に対する各種相談対応やコンサルテーションを行う窓口は、商工会議所や商工会等の経済団体
及び行政、そして各金融機関と複数存在する状況であり、またそれぞれが対応可能な相談内容に差異がある
ことから、事業者にとっては『どこに相談すればよいか』が分かりづらい状況が存在していた。

1．動機（経緯）

【提供サービス】
・売上拡大サポート  ・経営サポート  ・起業・創業サポート  ・情報発信  ・資金サポート  ・専門家派遣の実施2．概要

・課題の解決（資金調達の達成、売上の増加）による経営改善。
・補助金を始め各種行政施策の情報獲得。
・相談窓口の一本化による利便性の向上及び課題解決までの時間短縮。
・取引先との関係深耕が図れ、また取引先の事業に対する理解が深まった。

3．成果

当該取組みを通じ、コンサルティング機能をさらに強化し、他金融機関との差別化を図るとともに、地域の事
業者との関係をより深化させることにより、地域から『選ばれる金融機関』となることを目指しております。

4．今後の展望

飛驒信用組合

飛驒市・高山市
白川村の
ファン

①BizCon.HIDAのミッション（任務・使命）
　≪社会に対してこうなりたいという目的≫

地域金融機関としての枠を越えた事業者支援、起
業者支援の役割を果たすことで、飛騨地域の経
済発展に寄与すること。

②BizCon.HIDAのビジョン（志・方向性）
　≪組織としてこうなりたいという状態≫

地域の事業者の皆さまにとって最も身近で頼り
になる相談相手となること。
事業者の皆さまにとってのコンシェルジュ（トータ
ルソリューショニスト）となること。

高山商工
会議所

高山市役所

商工会

神岡商工
会議所

飛驒市役所連携

（・相談者の紹介　・PRへの協力）

ファンド総額：各5億円

地域経済の活性化・雇用の創出

2.地域密着型金融の推進

1.「地方創生」に対する取組みについて

飛騨・高山地域活性化
ファンド1号・2号

通称：飛騨・高山さるぼぼ結ファンド

新産業・研究開発・新プロジェクト・
設備投資などの資金ニーズ

共同経営

プロジェクト案を持つ飛驒市・高山市・白川村の人々、または当地域の出身者

市内の
賛同者

株式会社
サーチフィールド

よろず支援拠点
ミラサポ等

ひだしん
イノベーション
パートナーズ
株式会社

REVIC
キャピタル
株式会社

全国信用協同組合
連合会飛驒信用組合

相談・案件持ち込み

プロジェクト起案者

システム環境・ノウハウの提供

システム利用料

サイト運用

資金送金

商品・サービス

相談

相談者
（中小企業・個人事業主）

ソリューション提供

専門家によるコンサルティング

専門家派遣の依頼

出資

出資 出資

出資

2,472

38

5

37

50,511

48,962

1,014

26

509

296

274

5

1

16

3,724

3,448

68

16

192

資金拠出クラウド
ファンディング
プラットフォーム飛驒信用

組合

(平成29年3月31日現在）
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　当組合は、「CSV経営」をテーマに掲げ、事業活動を通じて地域の社会的課題に取組んでいくことで『買い手良し
（＝お客さまのHAPPY）』、『売り手良し（＝当組合、職員のHAPPY）』、『世間良し（＝地域のHAPPY）』の実現を目指し
ます。
　CSV（Creating  Shared  Value）経営とは事業活動を通じて企業にとっての価値だけでなく、社会的な価値の創造
をも目指す経営、いわば『三方良し』の理念に基づいた経営を意味します。
　金融仲介機能を通じ、当組合の現状の施策の強化・発展を図り、地域とともに新しい価値を生み出しながら、地域
に愛され、信頼され、そして成長してゆける組織となることを目指します。

さ
ら
な
る
金
融
仲
介
機
能
の
発
揮

経営方針

　金融機関の金融仲介機能（融資業務・コンサルティング業務など）に関して、金融機関の自己点検・評価、お客さま
への自主的開示、監督当局との対話の実施を目的とした、金融機関が採るべき指標です。

　ライフステージに応じた取引先企業の支援を行っています。地域の中小企業は、地域社会・地域経済を支える柱として重要な役
割を担っています。当組合は、ライフステージに応じた経営支援に積極的に取組み、地域発展に貢献してまいります。

　当組合では、金融仲介機能・コンサルティング機能の発揮、地域課題の解決・再生への積極的参画を通じ、地域中小企業の経営
支援や地域の活性化に貢献していくことが社会的責任と考えております。
　さらに、「金融仲介機能のベンチマーク」を活用しながら、客観的自己評価を行うことにより、取引企業先のニーズ・課題を把握
し、外部専門機関との連携による実効性の高い経営支援に取り組んでまいります。

地域密着型金融と金融仲介機能のベンチマークの活用について

共通ベンチマーク 選択ベンチマーク 独自ベンチマーク

全金融機関が金融仲介機能
の取組みの進捗状況や課題
等を評価するための指標

各金融機関が自身の事業戦
略やビジネスモデル等を踏
まえて選択できる指標

金 融 仲 介 の取 組みを自己
評 価するうえで、より相応
しい指標がある場合に、金
融 機 関が 独自で 設 定でき
る指標

■ 金融仲介機能の共通ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

ライフステージ別の
与信先数

ライフステージ別の
与信残高

全与信先 創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

1,381社 60社 237社 445社 51社 191社

463億円 26億円 63億円 214億円 23億円 80億円

CSV経営 盤石な財務体質 現場戦闘力の強化

支援の方法

お客さまとの長いお付き合い

事業の成長
ステージ

芽吹いて… 成長し… 実をつける！

職 員

組合員（お客さま）

地域の皆さま

保証付融資

プロパー融資

ミュージック
セキュリティーズ
株式会社

種が…

お取引事業者に対する経営支援・コンサルティング機能の発揮

金融仲介機能のベンチマークとは　

※ 決算データ等が無い先は除く

　
さ
ら
な
る
金
融
仲
介
機
能
の
発
揮

　
さ
ら
な
る
金
融
仲
介
機
能
の
発
揮

  HIDASHIN DISCLOSURE 2017



16 15

　地域経済の持続的発展に向けた取組みとして、創業期の企業への円滑な資金供給に加え、事業計画策定支援、ク
ラウドファンディングの活用に取り組んでいます。

さ
ら
な
る
金
融
仲
介
機
能
の
発
揮

創業期

　取引先企業の事業内容を十分に理解し、担保・保証に必要以上に依存することなく、取引先企業の事業性評価を
重視した融資や、ＢiｚＣｏｎ.ＨIＤＡを活用したコンサルティング機能を発揮した企業の経営改善、生産性向上、成長
力強化等の支援に取り組んでいます。

成長期・安定期

　取引先企業と経営上の問題点、課題を共有し、ライフステージに応じたソリューションの提案、経営改善計画策定を支援し
ています。また、｢岐阜県経済振興センター｣「岐阜県よろず支援拠点」、「岐阜県中小企業再生支援協議会」｢ミラサポ｣と連携
して、お取引先の経営改善支援に取り組んでいます。

低迷期・再生期

■ 金融仲介機能の共通ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

当組合が関与した創業件数・二次創業件数 17件

■ 金融仲介機能の独自ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

クラウドファンディングにより支援した先 12件

飛騨高山さるぼぼ結ファンド取扱件数・取扱金額 255百万円3件

■ 金融仲介機能の共通ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

当組合が事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額 411億円723先

上記計数の全与信先数及び当該与信先の融資残高に占める割合 88.8％52.4％

当組合がメインバンク（融資残高1位）である取引先数・融資残高 436億円

198億円 223億円

929先

333先

27/3期 28/3期

333億円

29/3期

上記のうち、経営指標等が改善した取引先数

上記のうち、経営指標等が改善した取引先の
3年間の融資残高推移

■ 金融仲介機能の共通ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

補助金相談・支援相談 7件

経営者保証に関するガイドライン活用先数及び全与信先に占める割合 0.7％10先

事業再生支援先におけるDES・DDS・債権放棄を行った先数及び実施金額 1億円4先

■ 金融仲介機能の選択ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

ＢｉｚＣｏｎ.ＨIＤＡ相談件数 164件

外部専門家を活用して本業支援を行った先 7先

■ 金融仲介機能の独自ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

インターンシップ支援先 3先

運転資金に占める短期資金の割合 31.5％

さるぼぼ倶楽部加盟店数 277店

■ 金融仲介機能の選択ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

地元の中小企業与信先のうち、無担保与信先及び無担保融資額の割合 13.4％633先

地元の中小企業与信先のうち、根抵当権を設定していない与信先割合 53.2％

■ 金融仲介機能の選択ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

■ 金融仲介機能の共通ベンチマーク

（基準日：平成29年3月31日）

当組合が貸付条件の変更を行っている中小企業の
経営改善計画の進捗状況 187先

■ 金融仲介機能の選択ベンチマーク （基準日：平成29年3月31日）

条件変更総数

22先

好調先

62先

順調先

103先

不調先

【「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況】
平成28年度に当組合において、「新規に無保証で融資した件数」は133件（前年度119件）、「新規融資に占める経営者保証に依存し
ない融資の割合」は14.76％（同17.19％）、「保証契約を解除した件数」は2件（同7件）、「経営者保証に関するガイドラインに基づく保
証債務整理の成立件数（当組合をメイン金融機関として実施したものに限る）」は0件（同0件）となっております。
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顧客保護等管理方針

事務センター

地　域 サービスコーナー

高山市内

飛驒市内
・飛驒市役所　・ハッピータウン　
・バロー神岡店　・コメリ神岡店

●店舗外ATM

・高山市役所　・高山短期大学　
・バロー高山店　・グロブナータウン
・ラッキー高山店桐生　
・スーパーさとう桐生店　
・スーパーさとう石浦店　・駿河屋アスモ店　
・スーパーさとう三福寺店　
・サークルＫ江名子店　
・松原（ファミリーマート松原）　・国府リバーサイド　
・アピタ飛騨高山店
・フレスポ飛騨高山　・ピュア高山店
・丹生川出張所

飛驒市古川町金森町10番16号
飛驒市古川町栄2丁目1番1号
飛驒市神岡町船津933番地1
高山市国府町広瀬町1038番地32
高山市下岡本町3078番地
高山市下林町910番地1
高山市三福寺町375番地1
高山市丹生川町坊方2000番地

高山市松之木町283番地1

高山市花岡町1丁目13番地1
高山市本町1丁目2番地
高山市七日町3丁目123番地2
高山市昭和町2丁目153番地9
高山市森下町1丁目53番地6
高山市吹屋町66番地
高山市西之一色町1丁目88番地1
高山市石浦町5丁目396番地

高山市花岡町1丁目13番地1
高山市石浦町7丁目438番地

店　名 住　所 電話番号

0577-73-2621
0577-73-6877
0578-82-1080
0577-72-2236
0577-34-3553
0577-35-5355
0577-37-1331

0577-78-2701

0577-33-0648

0577-32-1080
0577-37-2050
0577-32-1091
0577-32-1935
0577-33-0855
0577-35-1135
0577-34-6205
0577-36-2002

0577-32-4411
0577-34-6135

古川支店
西古川支店
神岡支店
国府支店
中山支店
西高校前支店
三福寺支店

本店営業部
本町サテライト出張所
七日町支店
けやき通り支店
山王支店
城山支店
松泰寺支店
石浦支店

本部
事務センター

店
舗
の
ご
案
内
（
平
成
２9
年
６
月
末
現
在
）

松泰寺支店 石浦支店

西高校前支店

国府支店西古川支店 神岡支店

高山第1エリア

高山第2エリア

高山第3エリア

北エリア

本町サテライト出張所本店営業部

山王支店

けやき通り支店

丹生川出張所 東山支店中山支店

城山支店

三福寺支店

七日町支店

古川支店

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
に
つ
い
て

調
査
依
頼

結
果
報
告

経
営
監
視

告
訴
等

相
談

対
応

報
告

1　お客さま保護のための基本方針

2　お客さまへの説明について
当組合は、法令等を遵守して、お客さまへの説明を要す
るすべての商品等について、お客さまの取引目的、ご理
解、ご経験、ご資産の状況等に応じた適切かつ十分な
商品説明と情報提供を行います。

3　お客さまからのご相談・苦情等の
　　対処について
当組合は、お客さまからのご相談、苦情等について、迅
速かつ誠実に対応し、お客さまの正当な利益を公正に
確保して、以て当組合の事業についてお客さまのご理
解が得られるように努めます。

4　お客さまの情報管理について
（1）当組合は、お客さまの情報について、これを適法

かつ適切な手段で取得し、正当な理由なく、当組
合がお客さまにお示しした利用目的の範囲を超
えた取扱いや外部への提供を行いません。

（2）当組合は、お客さまの情報の正確性の維持に努め
るとともに、お客さまの情報への不正なアクセス
や情報の流出等の防止のため、適切かつ十分な安
全保護措置を講じます。

当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下「法令等」といい
ます。）を遵守して誠実かつ公正に事業を遂行し、当組
合の商品・サービス（以下「商品等」といいます。）を利
用し又は利用しようとされる方（以下「お客さま」とい
います。）の正当な利益の確保及びその利便性の向上
を図り、以てお客さまからの信頼を確保するために継
続的に取り組みます。

5　当組合の業務を外部委託する
　　場合における
　　お客さま情報の取扱いや
　　お客さまへの対応について
当組合がその業務を第三者に外部委託する場合に
おいても、お客さまの情報及びお客さまへの対応が
適切に行われるように外部委託先を管理します。

コンプライアンス委員会報告 報告リスク統括部

報
告

報
告

報
告

報
告

通
報

　近
年
、
金
融
機
関
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
重
要
性

が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。当
組
合
で
は
、金
融
機

関
と
し
て
の
社
会
的
使
命
の
ほ
か
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
体
制
の
確
立
を
経
営
の
根
幹
を
な
す
重
要
課
題
と
し

て
位
置
付
け
、そ
の
実
効
性
の
確
保
に
努
め
て
お
り
ま

す
。ま
た
、中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
や
金
融
商
品
取
引

法
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
法
令
の
遵
守
は
も
と
よ
り
、

反
社
会
的
勢
力
の
排
除
や
、マ
ネ
ー
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ

防
止
等
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

（駿河屋エブリ東山店内）

（高山市丹生川支所1階）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
対
す
る

役
職
員
の
行
動
規
範
と
責
任

当
組
合
の
社
会
的
使
命
・
公
共
性
を
自
覚
し
、

業
務
に
努
め
ま
す
。

各
種
法
令
・
規
則
等
を
遵
守
し
ま
す
。

社
会
・
顧
客
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に

努
め
ま
す
。

経
営
の
透
明
性
を
確
保
し
ま
す
。

反
社
会
的
勢
力
と
は
断
固
と
し
た
姿
勢
で

対
応
し
ま
す
。

12345

監　事　会

警察等関係機関

顧問弁護士

監督当局

理　事　会

常勤理事会

監　査　部

外部の通報窓口

上司またはコンプ
ライアンス担当者

役職員

東山支店

丹生川出張所
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リスク管理体制図

信用リスクとは、信用供与先（貸出
先、保有有価証券の発行体など）
の財務状況の悪化等により、資産
（オフ・バランス資産を含む。）の
価値が減少ないし消失し、金融機
関が損失を被るリスクをいいま
す。
当組合では、信用リスク管理にあ
たり、信用格付・自己査定・与信
ポートフォリオの状況を踏まえ
て、与信取引に係る信用リスクを
把握し、過度な信用リスクの発生
や集中の防止に努めています。
また、過度な信用リスクを排除す
るため、「信用リスク管理方針」
「信用リスク管理規程」に定めら
れた審査方針に従うとともに、信
用リスクの分散を図るため特定
の業種・特定の個別取引先への過
度な与信集中の回避に努めてい
ます。

オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、
または外生的な事象により金融機関が損失を被るリスクです。

融資部

信用リスク 市場リスク

リスク統括部

流動性リスク 事務リスク システム
リスク

リスク統括部 リスク統括部

法務リスク

総務部

人的リスク
有形資産リスク 風評リスク

各種リスクと取り組み内容

事務部
事務集中部

事務部

リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て

　金
融
の
自
由
化
・
高
度
化
が
進
展
す
る
中
、金
融
業
務
に
お
け
る
リ

ス
ク
は
多
様
化
・
複
雑
化
し
て
お
り
、こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク

を
的
確
に
認
識
し
、適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

　当
組
合
で
は
、業
務
遂
行
か
ら
発
生
す
る
リ
ス
ク
を
総
合
的
に
把

握
、コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
観
点
か
ら
リ
ス
ク
統
括
部
を
設
置
し
、リ
ス

ク
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
の
リ
ス
ク
量
計
測
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
、リ
ス
ク

の
統
合
的
な
管
理
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　具
体
的
に
は
、当
組
合
が
保
有
す
る
自
己
資
本
と
計
測
し
た
リ
ス
ク

量
と
を
対
比
し
、経
営
体
力
に
収
ま
る
よ
う
管
理
す
る
と
と
も
に
、収

益
確
保
に
向
け
、リ
ス
ク
の
顕
在
化
を
想
定
し
た
管
理
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。統
合
管
理
す
る
リ
ス
ク
は
、「
信
用
リ
ス
ク
」「
市
場
リ
ス
ク
」

「
流
動
性
リ
ス
ク
」「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
」と
し
、リ
ス
ク
カ

テ
ゴ
リ
ー
別
に
別
途
定
め
る
資
本
を
配
賦
し
、管
理
し
ま
す
。
 
 

　ま
た
、そ
の
他
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、そ
の
顕
在
化（
発
生
）を
最
小

限
に
と
ど
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
適
切
な
管
理
に
努
め
る
と
と
も

に
、万
一
の
場
合
に
備
え「
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
」（
危
機

管
理
計
画
）を
策
定
し
て
い
ま
す
。

リ
ス
ク
管
理
方
針

資金経理部

事務リスク

事務リスクとは、預金、為替、融資など
の事務において、役職員が正確な事務
を怠る、あるいは事故・不正等を起こ
すことにより金融機関が損失を被るリ
スクをいいます。
当組合は、事務規程の整備や臨店監
査、店内検査などにより、事務リスク
発生の未然防止の措置を講じつつ、損
失の最小化を図っております。また、事
務ミス防止のための機械化や本部集
中化などを積極的に進めています。

システムリスク
システムリスクとは、コンピュータシス
テムの障害または誤作動等、システム
の不備等に伴い金融機関が損失を被
るリスク、さらにコンピュータが不正
に使用されることにより金融機関が
損失を被るリスクをいいます。
当組合は、信組共同センター（SKC）を
利用していますが、システムの管理基
準を定め、情報の保護・セキュリティの
確保・システム管理等に努めています。
また、災害発生や万一のコンピュータ
の障害発生に備え「コンティンジェン
シープラン」を定めています。

法務リスク

法務リスクとは、お客さまに対する過
失等による義務違反および不適切な
ビジネス・マーケット慣行により金融
機関が損失・損害を被るリスクをいい
ます。

人的リスク
人的リスクとは、役職員の人事運営上
の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等
の問題）・差別的行為（セクシャルハラ
スメント等）により、金融機関が損失
を被るリスクをいいます。

有形資産リスク

有形資産リスクとは、災害その他の事
象により、金融機関が保有する有形
資産が毀損・損害を被るリスクをいい
ます。

風評リスク

風評リスクとは、金融機関が評判の悪
化や風説の流布等により、信用が低下
することから生じる損失・損害を被る
リスクをいいます。
当組合では、風評リスクが他のリスク
に連動する重大性を認識し、「お客様
相談室」や各営業店にお寄せいただい
たお客さまからの苦情や要望などに
対しては、速やかに経営へ報告し、お
客さまにご理解いただける対応に努
めています。

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市
場のリスク・ファクターの変動により、保有する
資産・負債（オフ・バランス資産を含む。）の価値
が変動し金融機関が損失を被るリスク、資産・
負債から生み出される収益が変動し金融機関
が損失を被るリスクをいいます。
当組合では、有価証券運用について、「有価証券
運用基準」を定め、余資運用の基軸として長期
的に安定した収益を確保するため、安全性およ
び流動性並びにバーゼルⅢを十分考慮すると
ともに、金融商品会計基準による保有有価証券
時価の変動が組合の財務内容に与える影響を
把握・管理の上、常にポートフォリオの改善に努
め、所有期間利回りを重視し、バランスのとれた
運用に努めています。
また、余資運用については、「余資運用基準」を定
め、資産の流動性および健全性が確保される範
囲内で収益性を高め、かつ各種リスクおよびバー
ゼルⅢに留意し適切な管理に努めています。
なお、外部環境の大幅な変化を想定したストレ
ス・テストを実施するとともに、市場リスク計測
手法の信頼性や適切性を確保するため、バッ
ク・テストを実施しています。

流動性リスクとは、運用と調達の
期間のミスマッチや予期せぬ資金
の流出により、必要な資金確保が
困難になる、または通常よりも著
しく高い金利での資金調達を余
儀なくされることにより金融機関
が損失を被るリスクおよび市場の
混乱等により市場において取引が
できなかったり、通常よりも著し
く不利な価格での取引を余儀なく
されることにより金融機関が損失
を被るリスクをいいます。
当組合では、適正な資金ポジショ
ンを確保するため、資金繰りの状
況・見通しおよび資金繰りに影響
を及ぼす諸条件の変化を厳格に
把握し、貸出金・預金等の運用資
産・調達負債を日常的に管理する
とともに、調達手段・調達先の多
様化など調達力の強化を図り、流
動性確保に向けた適切かつ厳正
な管理に努めています。

オペレーショナル・リスク

理 事 会 監 事 会

ALM委員会

統合的リスク管理
（リスク統括部）

オペレーショナル・リスク

常勤理事会

（リスク統括部）

外部監査
（監査法人）

報告

付議

指示

内部監査（監査部）

報告

信用リスク 市場リスク 流動性リスク
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1　

2　

3　法令等遵守を確保する組織体制としては、法令等
遵守に関する基本的事項は理事会で決定し、法
令等遵守に関する具体的諸問題への対応はコン
プライアンス統括部門であるリスク統括部コン
プライアンス課で一元的に所管するとともにコ
ンプライアンス委員会および各部署にコンプラ
イアンス担当者を配置して法令等遵守の実施状
況を管理監督させる。

4　職員が法令等遵守の観点から疑義のある行為を
知った場合、所属部署の上司又はコンプライアン
ス担当者を介さず、直接コンプライアンス課に報
告・相談を行うことができるコンプライアンス相
談窓口を設置する。

5　内部監査部門は、法令等遵守状況についての監査を
実施し、その結果を理事会及び監事に報告する。

1　

2　

「理事会規程」、「常勤理事会規程」に従い、理事の職
務の執行に係る情報の適正な保存及び管理を行う。

理事及び監事は、前項に基づき保存及び管理してい
る文書及び電磁的記録を常時閲覧ができる。

法令等の遵守を経営の最重要課題の一つとして位
置付け、あらゆる機会を捉えて法令等遵守の重要
性について全役職員に周知徹底することにより、
当組合の社会的責任を果すことをその事業活動の
前提とすることを確認する。

カード（通帳・印鑑）紛失・盗難等の被害に遭われた場合、直
ちにお取引店または『しんくみATMセンター』までご連絡
ください。また、最寄りの警察にも届け出てください。

●類推されやすい暗証番号の使用防止
　生年月日や電話番号など類推されやすい暗証番号を使用

されているお客さまは、暗証番号の変更をお願いします。
ＡＴＭ操作により暗証番号が自由に変更できます。

●１日当たりのキャッシュカード引き出し限度額の設定
　１日当たりの引き出し限度額は、最高200万円までで

す。お客さまのお申出により200万円を上限に１万円単
位で変更できます。変更を希望される場合は、窓口へ
お申し出ください。

●キャッシュカードの利用店の制限
　お客さまが利用される特定の店舗のみに制限すること

ができます。

個人情報保護宣言

1  個人情報等の利用目的
当組合は、法令等に基づき、お客さまの個人情報等を、預金業
務、融資業務などの業務※1ならびに利用目的の達成に必要な
範囲で利用し、それ以外の目的では、法令等で認められる場
合のほか、利用いたしません。また、個人番号については、法令
等で認められている利用目的以外では利用いたしません。
なお、個人情報等の利用目的を変更した場合は直ちに公表い
たします。

当組合では、取り扱う個人情報等の漏えい･滅失等の防止
その他の個人情報等の安全管理のため、組織的安全管
理措置、人的安全管理措置、技術的安全管理措置を講
じ、適正に管理します。また、役職員には必要な教育と監
督を、業務委託先に対しては、個人情報等の安全管理が
図られるよう必要かつ適切な監督に努めます。

7  お客さまからの開示、訂正、利用停止等のご請求
（1） 開示のご請求

　   お客さまから当組合が保有するご自身に関する個人
データの開示のご依頼があった場合には、原則として開
示いたします。

（2） 訂正等のご請求
　   お客さまから当組合が保有するご自身に関する個人

データの訂正等（訂正・追加・削除）のご依頼があった
場合には、原則として訂正等いたします。

（3) 利用停止等のご請求
　   お客さまから当組合が保有するご自身に関する個人

データの利用停止等（利用停止・消去）のご依頼があっ
た場合（法令等に基づく正当な理由による。）には、原
則として利用停止等いたします。

（4）ダイレクトメール等の中止
　   当組合は、当組合からの商品・サービスのセールスに関

するダイレクトメールの送付やお電話等での勧誘のダ
イレクト・マーケティングで、個人情報を利用すること
について、これを中止するようお客さまよりお申し出
があった場合は、遅滞なく当該目的での個人情報の利
用を中止いたします。

　   なお、(1)、(2)、(3)のご請求に当たっては、個人データ
の重要性に鑑み、ご請求者(代理人を含む)の本人確認
をさせていただきます。ご請求手続の詳細およびご請
求用紙が必要な場合は当組合本支店窓口までお申し
出ください。

3  個人データの第三者提供
当組合は、法令等で認められている場合を除き、お客さまの個
人データをあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に
提供することはいたしません。
但し、個人番号をその内容に含む特定個人情報については、法
令等で認められていない限り、お客さまの同意があっても、こ
れを第三者に提供いたしません。

4  個人データの委託
当組合は、上記1の利用目的の範囲内で、例えば、以下のよう
な場合に、個人データおよび個人番号に関する取扱いを外部
に委託することがあります。その場合には、適正な取扱いを
確保するための契約締結、実施状況の点検などを行います。
（1）お客さまにお送りするための書面の印刷または発送に関

わる業務を外部に委託する場合
（2）情報システムの運用・保守に関わる業務を外部に委託す

る場合

5  個人データの共同利用
当組合は、上記1の利用目的の範囲内で個人データを特
定の第三者※2と共同利用しております。
但し、個人番号をその内容に含む特定個人情報について
は、共同利用をいたしません。

2  個人情報等の適正な取得について
当組合では、上記1で特定した利用目的の達成に必要な範囲
で、適法かつ適正な手段により、例えば、以下のような情報源
から、お客さまの個人情報等を取得いたします。なお、法第2
条第3項に定める要配慮個人情報を含む｢金融分野における
個人情報保護に関するガイドライン｣に定める機微情報は法
令等で認められている場合以外は、取得いたしません。
（1）預金口座のご新規申込の際にお客さまにご記入・ご提

出いただく書類等により、直接提供していただいた情報
（2）各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関

等の第三者から提供された情報
（3）商品やサービスの提供を通じて、お客さまからお聞きした情報

　当組合では、個人情報保護および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する
法律（平成15年5月30日法律第57号）（以下｢法｣といいます。）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律（平成25年5月31日法律第27号）、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等の関係法令等（以
下「法令等」といいます。）を遵守して以下の考え方に基づきお客さまの個人情報等を厳格に管理し、適正に取り扱うととも
に、その正確性・機密保持に努めます。
　また、本保護宣言等につきましては、その内容を適宜見直し、改善してまいります。
　当組合は、本保護宣言を当組合のインターネット上のホームページに常時掲載し、または、本支店の窓口等に掲示し、もし
くは備え付けることにより公表します。

フリーダイヤル      0120-36-4501
　平日　9：00～17：30

●お客様相談室　

カード（通帳・印鑑）紛失・盗難時の緊急連絡先

キャッシュカード犯罪防止対策

平　日

受付時間曜　日

※各お取引店の電話番号は店舗一覧（P17）をご参照ください。

   8：30～17：30
  0：00～ 8：30
17：30～24：00

お取引店

●キャッシュカードによる振込限度額の変更
　１日当たりの振込限度額は、最高200万円までです。お客さま

のお申出により200万円を上限に1万円単位で変更できます。
変更を希望される場合は、窓口へお申し出ください。

●生体認証ＩＣキャッシュカードの対応
　当組合では、生体認証ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭを設置

しています。（一部対応していないATMがございます。）
●高齢者に対するＡＴＭの振込制限
　高齢者の預金を詐欺から保護するため、一定条件を満たした70

才以上のお客さまを対象とし、普通預金・貯蓄預金口座からＡＴ
Ｍで振り込みする場合の上限金額を10万円までとさせていただ
きます。変更を希望される場合は、窓口までお申し出ください。

土･日・祝日

ご連絡先

しんくみＡＴＭセンター
TEL 047-498-0151

役職員による法令等遵守を確実に実現するため、
理事会において、当組合の理念、役職員の行動指
針及び組織体制を「行動綱領」及び「コンプライア
ンス管理規程」として定め、これに則った業務運
営を実践するための具体的な手引書として「コン
プライアンス・マニュアル」を制定するとともに、
これらを全役職員に周知徹底する。

6  個人情報等の安全管理措置に関する方針

当組合では、お客さまからのご質問等に適切に取り組ん
で参りますので、個人情報の取り扱い等に関するご質問等
につきましては、以下の窓口にお申出ください。

8  ご質問・相談・苦情窓口

※1　「預金業務、融資業務などの業務」につきましては、当組合ホームページをご参照ください。　https://www.hidashin.co.jp/personal-information/privacy-policy/purpose/
※2　「業務提携する第三者」につきましては、当組合ホームページをご参照ください。　 https://www.hidashin.co.jp/personal-information/privacy-policy/sharing/
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（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

１． 役職員の職務の執行が法令及び定款に
　　適合することを確保するための体制

1　

2　

3　監事が職務を補助すべき使用人を置くことを求め
ることができるものとする。その場合における当該
使用人等に関しては以下の各項の定めによる。
① 監事の監査の実効性確保のため、監事が監

査部長に監査業務に必要な事項を命令し、
監査部長は所属の職員を指名し監事の監査
業務を補助させる。

② 監事の監査業務を補助する職員は、当該監
査業務に関して監事の指揮命令に従い、各
部の担当理事、担当部長等の指揮命令を受
けない。

③ 監査部は監事との協議により、監事の要請し
た事項の監査を実施し、その結果を監事に
報告する。

4　監事への報告に関する体制は、以下の各項のと
おりとする。
① 理事は次に定める事項を認識した場合は、直

ちに監事に報告する。ただし、監事が出席し
た理事会等の会議で報告・決議された事項
は、この限りではない。

　a． 理事会等で決議された事項
　b． 組合に著しい損害を及ぼすおそれの
　　　ある事項
　c.  リスク管理及び内部監査に関する
　　　重要な事項
　d.  重大な法令・定款・内部規程に
　　　違反する事項
　e． コンプライアンス相談窓口の体制上の
　　　不備に関する事項
　 f ． その他当組合の経営状況について
　　　重要な事項
② 職員は前項bからfに関する事項を発見した

場合、監事に直接報告できる。

5　監事は常に理事及び職員に対して監査に必要な
事項の報告を求めることができる。

監事が必要に応じて当組合の顧問弁護士、顧問
税理士、会計監査人等と連携を図り、また、必要
に応じて専門の弁護士、公認会計士から監査業
務に関する助言を受ける機会を保障する。

監査部は監査計画及び監査結果について、監事
に定期的に報告し、意見交換を行う。

５． 監事の監査が実効的に行われることを
　　確保するための体制

1　

2　

3　内部監査部門は、リスク管理状況についての監査を
実施し、その結果を理事会及び監事に報告する。

適正なリスク管理を実現するため、理事会におい
て、リスク管理の基本方針及び統合的なリスク管理
体制等を定めた「統合的リスク管理規程」を制定す
るとともに、リスクの性質毎にそのリスクの特性に
応じた管理規程等を制定する。

リスク管理の組織体制としては、リスク管理に関す
る基本的事項は理事会で決定し、当組合全体の統
合的なリスク管理はリスク統括部リスク管理課で
一元的に所管するとともに、リスクの性質毎の主管
部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互牽制
機能の強化を図る。

３． 損失の危険（リスク）の管理に関する規程
　　その他の体制

1　

2　

職務執行が効率的に行われることを確保するた
め、必要に応じて理事会を開催し、そこで事業方
針・事業戦略及び組織に関する重要事項につい
て審議し又は報告を受けるとともに組織・職制規
程を制定する。

理事会において、中期事業計画および各年度の
事業計画を策定し、その実施状況のモニタリン
グ結果に係る報告を受ける。

４． 職務執行が効率的に行われることを
　　確保するための体制

２． 理事の職務の執行に係る情報の
　　保存及び管理に関する事項

  0：00～24：00
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　「お取引先店舗」または 「ひだしんお客様相談室」にお願いいたします。

住 所 ： 岐阜県高山市花岡町1丁目13番地1　　　　
フリーダイヤル ： 0120－36－4501
受付時間 ： 9：00～ 17：30　（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

　苦情等のお申し出は当組合のほか、東海地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする
他の機関でも受け付けています（詳しくは、当組合お客様相談室へご相談ください）。

　当組合は、以下のとおり、内部管理態勢、管理方法等を整備してお客さまからの
苦情、ご要望、ご相談等への適切な対応に取り組んでいます。

相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客さまの了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。

※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照
会ください。

●苦情等受付・対応体制　（平成29年4月1日現在）

住 所

電話番号

受 付 日
時 間

東海地区しんくみ苦情等相談所 （(社)東海信用組合協会）

ホームページアドレス　http://www.hidashin.ｃo.jp

しんくみ相談所 （一般社団法人全国信用組合中央協会）名 称

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町 3-21

月～金 （祝日及び12月29日～1月3日を除く）
9:00～12:00　13:00～16:30

月～金 （祝日及び信用組合の休業日を除く）
9:00～17:00

052-451-2110 03-3567-2456

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-9-1

　下表に記載の弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組
合お客様相談室またはしんくみ相談所へお申し出ください。
また、お客さまが直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。
なお、東京三弁護士会の仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望
を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。

住 所

電話番号

受 付 日
時 間

東京弁護士会
紛争解決センター

愛知県弁護士会
紛争解決センター

愛知県弁護士会
西三河支部
紛争解決センター

名 称

〒100-0013
東京都千代田区
霞が関 1-1-3

〒100-0013
東京都千代田区
霞が関 1-1-3

〒100-0013
東京都千代田区
霞が関 1-1-3

月～金 
(除 祝日、年末年始)
 9:30～12:00
13:00～15:00

03-3581-0031

第一東京弁護士会
仲裁センター

月～金 
(除 祝日、年末年始)
10:00～12:00
13:00～16:00

03-3595-8588

第二東京弁護士会
仲裁センター

月～金 
(除 祝日、年末年始)
 9:30～12:00
13:00～17:00

03-3581-2249

〒460-0001
愛知県名古屋市中区
三の丸 1-4-2

月～金 
(あっせん、仲裁期日)
10:00～16:00

052-203-1777

〒444-0864
愛知県岡崎市明大寺町
字道城ヶ入34-10

月～金 
(あっせん、仲裁期日)
10:00～16:00

0564-54-9449

住 所

電話番号
受 付 日
時 間

（一社）生命保険協会生命保険相談所名 称

〒100-0005 東京都千代田区丸の内３-4-1

月～金（除  祝日、年末年始）　9：00～17：00

03-3286-2648

（一社）日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-105

月～金（除  祝日、年末年始）　9：15～17：00

0570-022808

当組合へのお申し出先  

ひだしん 
お客様相談室

本・支店等

顧客保護等管理統括部署
（リスク統括部）

弁護士会仲裁センター等

コンプライアンス
委員会

理事会

監査部

お客さま

1 お客さまからの苦情等については、本支店またはお
客様相談室で承ります。

2 お申し出いただいた苦情等は、事情・事実関係を調
査するとともに、必要に応じ関係部署との連携を図
り、公正・迅速・誠実に対応し、解決に努めます。

3 苦情等の受付・対応に当たっては、個人情報保護に関
する法律やガイドライン等に沿い、適切に取り扱い
いたします。

5 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁
センター等を利用することが出来ます。その際は、
しんくみ相談所の規則等を遵守し解決に取り組みます。

6 顧客サポート等に係る情報の集約、苦情等に対する
対応の進捗状況および処理指示については、リスク
統括部が一元的に管理します。

7 反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対して
は、規程等に基づき、必要に応じ警察等関係機関と
の連携をとった上、断固たる対応をとります。

4 お客さまからの苦情等のお申し出は、しんくみ相談所
をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、
内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介し、その
標準的な手続等の情報を提供します。

8 苦情等に対応するため、研修等により関連規程等に
基づき業務が運営されるよう、組合内に周知・徹底を
図ります。

9 苦情等の内容について分析し、調査を行った苦情等
の発生原因を把握した上、苦情等の再発防止、未然
防止に向けた取り組みを不断に行います。
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　移
管
調
停
・
現
地
調
停

お
客
さ
ま
へ

個
別
対
応

報告・連絡
相談・協議
指示・調査

（凡例）

1 移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。例えば、岐阜県弁護士会の仲裁
センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。

2 現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結
ぶテレビ会議システム等により、共同して、解決に当たる。例えば、お客さまは、長野県弁護士会（や福井
県弁護士会）の仲裁センターにお越しいただき、当該弁護士会の斡旋人とは面談で、東京の弁護士会の
斡旋人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続を進めることができます。

東海地区
しんくみ苦情等相談所

しんくみ相談所

なお苦情等対応手続については、当組合ホームページをご覧ください。

当
組
合
で
は
、お
客
さ
ま
に
よ
り
一
層
の
ご
満
足
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、お
取
引
に
係
る
苦
情
等
＊
を
承
り
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

＊
苦
情
等
と
は
、当
組
合
と
の
取
引
に
関
す
る
照
会
・
相
談
・
要
望
・
苦
情
・
紛
争
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けております。

顧客サポート等管理部署（お客様相談室）

他機関の紹介

しんくみ相談所経由で取次ぎ

苦
情
対
応
・
紛
争
解
決
措
置
等
の
概
要
に
つ
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て
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（1）総代の任期・定数
　　・総代の任期は3年です。
　　・総代の定数は100名以上140名以内で、営業地区の組合員数に応じて各地区ごとに定められております。
　　 なお、平成29年6月20日現在の総代数は126名です。

（2）総代の選出方法 
　　・総代は組合員であることが前提条件であり、各地区毎に立候補した方もしくは地区内の組合員20名
         以上から推薦された方の中から、その地区に属する組合員により公平に選挙を行い選出されます。
　　 なお、総代候補者の数が当該地区における総代定数を超えない場合は、その候補者を当選者として
         投票は行っておりません。

　信用組合は、組合員の相互扶助の精神を基本理念に、金融活動を通じて経済的地位の向上を図ることを目
的とした協同組合組織の金融機関です。   
　また、信用組合には、組合員の総意により組合の意思を決定する機関である「総会」が設けられており、組
合員は出資口数に関係なく一人一票の議決権及び選挙権を持ち、総会を通じて信用組合の経営等に参加する
ことができます。
　しかし、当組合は、組合員26,950名（平成29年3月末）と大変多く、総会の開催が事実上不可能なため、中
小企業等協同組合法及び定款の定めるところにより「総代会」を設置しています。
　総代会は、総会と同様に組合員一人ひとりの意思が信用組合の経営に反映されるよう、組合員の中から適
正な手続きにより選挙された総代により運営される当組合の最高意思決定機関です。総代会では、決算や事
業活動等の報告が行われるとともに、剰余金処分、事業計画の承認、定款変更、理事・監事の選任など、当組
合の重要事項に関する審議・決議が行われます。
　総代は、組合員の代表として、総代会を通じて組合員の信用組合に対する意見や要望を信用組合経営に反
映させる重要な役割を担っています。    
　当組合では、総代会に限定することなく、お客さまアンケート調査や日常の営業活動などを通じて、総代や
組合員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでいます。 

第63期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、貸借対照表ならびに損益計算書報告の件報告事項

決議事項 第１号議案      第63期剰余金処分案承認の件
第２号議案      第63期役員賞与支給の件
第３号議案      第64期事業計画および
 収支予算案承認の件

　平成29年6月20日開催の第63期通常総代会におきましては、次の報告ならびに決議事項が付議され、決議事項について
は、それぞれ原案のとおり可決・承認されました。

総代会（最高意思決定機関）

公  告

総　代

飛驒信用組合

出席

組 合 員

討議 組合経営の意思決定

出資・預金・融資など立候補 推薦

総代選挙

（注1）氏名の後に就任回数を記載しております。 

　1.総代会制度

2.総代の任期・定数および選出方法

3.総代会の決議事項等

４．総代の選挙区・定数・総代数・総代氏名

荒井　義匡⑦ 池田　三太郎④ 井上　正史⑨ 井保呂　達行④  
岩田　勇治②  大下　正幸③  小笠原　順彌⑩ 小鳥　永治⑧ 
小鳥　直彦① 折付　徳美⑩ 加賀江　敏光⑦  柿下　孝⑥  
北村　剛治②  北村　哲雄②  木村　哲也③ 熊本　巖③   
黒川　宣彦⑦  桑ヶ谷　耕一⑧  小瀬　勇⑩ 小邑　貢⑩   
堺　和信① 坂之上　健一④ 坂本　久米太郎④  佐藤　幸平⑩   
嶋田　稔彦④  島　良明① 島ノ上　静夫④  清水　幸平①  
下畑　了三①  鈴木　敏文③ 瀬木　孫八郎⑦ 瀬上　和雄⑨     
田川　耕一③ 田口　靖剛③  田近　重信⑦ 田中　良平⑨   
田中　知久③ 谷腰　康夫⑧  塚畑　伸一⑦ 都竹　睦夫③  
直井　憲治⑩  長尾　肇⑩  中澤　澄夫② 中坪　政夫⑦   
中村　宜裕③  長瀬　栄二郎① 成瀬　正⑦  西野　徹①   
新田　敬義⑩ 野口　忠彦⑩ 野戸　修③ 萩ノ脇　義高⑥    
林　誠② 平田　省三⑩  平野　清通⑩ 古川　文夫⑩    
古橋　直彦① 洞口　茂①  洞口　忠夫⑩ 堀尾　雅紀①  
前川　圭三⑦   前田　一郎⑨  政井　忠彦③ 鞠子　新蔵⑩    
三枝　学⑩ 南　和巳⑤ 蓑谷　雅彦③ 三輪　義弘③   
村尾　泰行⑥  本林　正樹② 柳瀬　武④ 山越　辰雄⑧   
山腰　哲郎⑧  山崎　定夫⑥  山下　恭廣④ 柚原　博明⑦   
横田　守⑩

永井　善久⑩ 長瀬　雅彦① 森前　俊夫④ 新井　信秀⑦
水口　斉③ 中萩　久夫① 中西　伸一① 松葉　忠夫⑥
稲子　盛雄③

牛丸　欣吾② 奥野　拓郎⑥ 河上　玲⑥ 澤田　忠久⑨
霜出　良孝⑨ 高田　豊彦⑥ 出井　浩樹② 橋本　克幸⑦
松下　輝雄⑦ 山口　正一⑦ 山崎　教安② 岡田　裕之④
佐竹　稔②

池田　昭二④ 池田　孝吉⑨ 上野　芳広④ 牛丸　理②
小田　澄夫② 北平　明⑦ 北村　善啓⑦ 倉家　孝雄②
齋藤　茂秀⑥ 下原　光男⑧ 田口　義彦⑩ 田近　豊一③
田近　正英①  田中　要②  田中　元③ 谷上　祐志④ 
谷口　利彦⑧ 谷邉　芳弘⑦ 宮腰　清宏④ 村坂　又造⑩ 
吉井　英吉⑥ 石地　隆幸⑤ 加藤　叶⑩ 川端　弘則⑤ 
中村　幸博② 清水　昭南⑨ 辻　哲夫④

第４号議案     理事および監事の任期満了に伴う選挙の件
第５号議案     退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

高山地区
総代定数 80名
総代数 77名

選挙区 総代氏名

大野地区
総代定数 9名
総代数 9名

北吉城地区
総代定数 13名
総代数 13名

選出

（平成29年6月20日現在）

（敬称略）

■ 総代選挙までの手続き
● 選挙区別の総代定数
● 選挙期日　投票時間

候補者の届出

総代候補者の公告

当選者の公告

● 立候補 ● 推薦

● 選挙人名簿の縦覧開始
● 投票場所

候補者の数が定数以内の選挙区 候補者の数が定数を超える選挙区

投票無投票当選

当選

南吉城地区
総代定数 28名
総代数 27名

信
用
組
合
と
総
代
会
制
度
に
つ
い
て

組合員の
意見集約
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役員一覧

会計監査人の氏名又は名称　　新日本有限責任監査法人（平成29年6月末現在）

理 事 長

専務理事

常務理事

常勤理事

大原　誠

黒木　正人

山腰　和重

河瀬　善博

　　

1. 対象役員

　当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の
報酬体系を開示しております。
　対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支
払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び
特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構
成されております。

２．対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職
員等」は、当組合の非常勤役員、当組合の職員であって、
対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受け
る者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影
響を与える者をいいます。
　なお、平成28年度において、対象職員等に該当する者
はいませんでした。

区 分
理事
監事
合 計

当期中の報酬支払額 総会等で定められた報酬限度額

総 代 会

理 事 会

非常勤理事

常勤理事会

監 事 会

非常勤監事

常 勤 監 事

経営企画部

ブランド戦略部

総 務 部

資金経理部

融 資 部

営業統括部

事 務 部

事務集中部

リスク統括部

総 務 課

人 事 課

経 理 課

資 金 課

融　資　課

管　理　課

企業支援課

企 画 課

営業統括課

電 算 課

コンプライアンス課

資産査定課

お客様相談室

リスク管理課

監 査 課

北
エ
リ
ア

古 川 支 店

西 古 川 支 店

神 岡 支 店

国 府 支 店

高
山
第
1
エ
リ
ア

本 店 営 業 部

七 日 町 支 店

けやき通り支店

山 王 支 店

城 山 支 店

松 泰 寺 支 店

石 浦 支 店

事務統括課

事務集中課

債権集中課

集 金 課

（1）報酬体系の概要

（2）役員に対する報酬

　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第
69条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事
項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の
状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別
に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁
告示第23号）第3条第1項第3号及び第5号に該当する事
項はありません。

（3）その他

【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきま
しては、総代会において、理事全員及び監事全員それ
ぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては
役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前
年度の業績等をそれぞれ勘案し、当組合の理事会に
おいて決定しております。
　また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきまし
ては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当
金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っ
ております。

注1．左記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則
       第15条別紙様式第4号「附属明細書」における役員に対する報酬です。
注2．支払人数は、理事12名、監事は4名です。（退任役員を含む）
注3．使用人兼務理事3名の使用人分の報酬（賞与を含む）は、39百万円です。
注4．左記以外に支払った役員退職慰労金は監事4百万円です。
注5．左記には使用人兼務理事の報酬は含まれておりません。

（ 単位：百万円 ）

84
13
97

88
18

106

（
平
成
２9
年
６
月
20
日
現
在
）

常勤理事

常勤理事

常勤理事

理 事

和田　靖史

古里　圭史

小邑　昇

堀　泰則

理 事

理 事

理 事

理 事

井端　清秀

大坪　和己

河渡　正暁

島　良明

常勤監事

監 事

員外監事

中井　昌宏

米澤　久二

櫻枝　淳

注1．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
注2．「同等額」は、平成28年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
注3．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」及び「退職

給与規程」に基づき支払っております。なお、当組合は、非営利・相互扶助の協
同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報酬体系を取入れた自社の利益
を上げることや株価を上げることに動機づけされた報酬となっていないため、
職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系はありません。

高
山
第
2
エ
リ
ア

高
山
第
3
エ
リ
ア

本町サテライト出張所

当組合は、職員出身者以外の理事５名の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員の意見の多面的な反映に努めています。

組
織
図

報
酬
体
系
に
つ
い
て

中 山 支 店

西高校前支店

三 福 寺 支 店

東 山 支 店

丹生川出張所ブランド戦略課

監 査 部

専 務 理 事

理 事 長

常 務 理 事

常 勤 理 事
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預金業務のご案内

為替業務・その他業務のご案内

30 29

業務のご案内 業務のご案内

教育資金
一括贈与専用口座
「孫への想い」

当座預金

種　類

種　類

種　類ご融資金額

お預入期間

ご融資期間

お預入金額

内容と特色

内容と特色

内容と特色

住宅新築のほか、増改築・中古住宅購入・建売住宅購入・住宅用土地購入および
住宅ローンの借換等にご利用いただけます。

当組合とプレミアムカードローン斡旋に関する合意書を締結した事業所の正
社員の方専用の無担保・無保証カードローンです。ご契約の範囲内で反復して
ご利用いただけます。

カードでお引き出しができ、契約の範囲内で反復してご利用いただけます。
結婚準備費用・結婚後の生活資金等にご利用ください。

専用カードでお引き出しができ、契約の範囲内で反復してご利用いただけます。
入学金や授業料のお支払等、お子様の教育資金にご利用ください。

１冊の通帳に普通預金・定期預金がセットされ 、“貯める・殖やす・支払う・借り
る・受取る”の5つの機能を備えています。給料や年金のお受取り、公共料金の
自動支払のほか、キャッシュカードもご利用いただけます。

預金者（贈与を受けられた方）の教育資金の贈与にかかる非課税措置を目的と
してご利用いただけます。

会社や、商店の資金決済に、手形・小切手をご利用いただくことにより、現金を
扱う危険や手間が省ける機能的な預金です。ご希望により、手形・小切手に署名
判印字を致します。（署名判印字は手数料が必要です。）

住宅ローンの借換にご利用いただけます。
住宅のリフォームにご利用いただけます。

商業手形の迅速な資金化にご利用ください。

小規模事業者の方を応援します。

仕入資金・買掛金決済等、短期運転資金にご利用ください。
長期の設備資金または運転資金にご利用ください。

ご契約の範囲内で反復してご利用いただけます。

送金為替、振込および代金取立などを取扱っております。

個人年金保険・自動車保険・火災保険等、各種保険商品をお取扱いしております。
当組合の営業時間終了後でも、お客さまの売上金等をお預かりし、翌営業日にご指定の口座に入金します。

預金証書・株券・権利証・貴金属などを金庫で安全に保管し、盗難・火災など不慮の事故からお守りいたします。

携帯電話で、預金の残高照会や入出金照会・振込・振替等の資金移動ができるサービスです。
日本円を米ドルに、米ドルを日本円に両替します。本店営業部及び本町サテライト出張所の窓口でお取扱いしております。

株式会社等の設立、増資の場合の株式払込金・出資払込金のお取扱いをいたします。

アンサーシステムを利用して、ファクシミリにより振込入金等のご連絡をいたします。
法人インターネットバンキングを通じて「でんさい」をご利用できるサービスです。

当組合のキャッシュカードで、ジェイデビッド加盟店でのお買物代金を、お客さまの預金口座から決済します。
パソコンを利用して、預金の残高照会や入出金照会・振込・振替等の資金移動ができるサービスです。

全国信用協同組合連合会の取次業務として、外国送金その他外国為替に関する各種業務を取扱っております。
個人向け国債、長期国債の窓口販売をお取扱いしております。最寄の店舗へご相談ください。
投資信託のお取扱いは、最寄りのひだしん窓口へお申し出ください。（東山支店を除きます）

目的を限定せずにご利用いただけます。

自家用車購入、車検や修理費用のほか免許証取得等にご利用いただけます。

勤務先の財形制度を利用して、給与・賞与からの天引預金です。貯蓄目的は自由です。

自家用車購入、車検や修理費用のほか免許証取得等にご利用いただけます。
ロードサービスが付帯されます。

自由に出し入れができ、給料や年金のお受取り、公共料金の自動支払をはじめ、
各種口座振替にご利用いただけます。

「総合口座」「普通預金」と同じ機能を持ち、お利息はつきませんが、預金保険制
度により全額保護されています。

まとまった資金を短期間運用するのに適しています。
払出しは払出日の2日前までにご連絡ください。
納税に備えるため、資金を計画的にご準備いただく預金で、お利息は非課税と
なっています。

1年複利の個人専用の預金で 、1年経過後は1ヵ月以上前のご連絡で、ご預金の
全額または一部のお引き出しができます。
1千万円未満の余裕資金の運用に適した預金です。
個人の方は複利型の取扱いも可能です。
1千万円以上のまとまった資金の運用に適した預金です。市場金利の動向を基
準に金利が決定され、満期日は、ご都合に合わせて自由に設定できます。
市場金利の動向にあわせ、6ヵ月毎に金利が見直しされる預金です。
個人の方は複利型の取扱いも可能です。
半年複利で6ヵ月据置後は自由に引き出しができ、一部引き出しも可能な個人
専用の預金です。長くお預けするほど金利が有利となっています。

退職金専用の定期預金としてご利用いただけます。（優遇金利）

住宅の取得や増改築のために積み立てる預金で、財形年金預金と合計で
550万円までお利息が非課税です。

老後資金を積み立てる預金で、財形住宅預金と合計で550万円までお利息が非課税です。

目標額に向けて毎月一定額を積み立てていただけますので、計画的に資金作り
ができます。掛金はご指定の口座から自動振替もできます。
組合員様専用の優遇金利でお預入れいただけます。
ご契約期間によって金利が変わります。

預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他証券に投資しております。

相続により取得された資金のお預入れ定期預金としてご利用いただけます。
（優遇金利）
サマーキャンペーンおよびウィンターキャンペーン期間にお預入れを限定し
た通帳式定期預金です。（優遇金利）

特定不妊治療に係る諸費用にご利用いただけます。
（借入日から3年間のお利息は、高山市が全額補助します。）
豊かな老後生活のため、資産を有効活用できます。
終身まで、ご契約の範囲内で反復してご利用いただけます。

普通預金（総合口座）にセットし、ご契約の範囲内で反復してご利用いただけます。

女性専用のカードローンで、普通預金（総合口座）にセットし、ご契約の範囲内で反
復してご利用いただけます。

住宅ローンをご利用いただいているお客さま専用の無担保・無保証カードローン
です。ご契約の範囲内で反復してご利用いただけます。

岐阜県信用保証協会の保証付きカードローンです。
ご契約の範囲内で反復してご利用いただけます。

「中小企業の会計に関する基本要領」を適用し、適切な
財務情報の開示に取組む中小企業の皆さまを応援します。

農業を営む方を応援します。

全国信用協同組合連合会・㈱商工組合中央金庫・㈱日本政策金融公庫・(独）福祉医療機構・
(独）中小企業基盤整備機構・(独）住宅金融支援機構・年金積立金管理運用(独)

カードでお引き出しができ、ご契約の範囲内で反復してご利用いただけます。
毎月一定額の返済が必要となります。

カードでお引き出しができ、ご契約の範囲内で反復してご利用いただけます。
毎月ご利用残高に応じて一定額の返済が必要になります。

幼稚園、小、中、高校、高専、専門学校、予備校、短大、大学、大学院の入学金・
授業料等の教育資金にご利用いただけます。

最高5,000万円

50万円、100万円
の2コースから
選択

最高2,000万円
最高1,000万円

----------------

100万円以上500万円以内

----------------
----------------

----------------

最高500万円

最高300万円

最高1,000万円

3年以上

5年以上

最高1,000万円

1回あたり50万円
（200万円が限度）
最高3,000万円

（不動産担保要）
30万円、50万円
70万円、100万円の
4コースから選択
30万円・50万円
の２コースから選択

300万円

300万円
（お子様1人につき
100万円増額、
最高500万円）

証書貸付

証書貸付

当座貸越

当座貸越

最高2,000万円

最高7,000万円

最高5,000万円

最高1,000万円

50万円・100万円
150万円・200万円
の４コースから選択
30万円、50万円、100万
円、150万円、200万円、
250万円、300万円、
400万円、500万円の
9コースから選択

100万円、150万円、200万円、
250万円、300万円、350万円、
400万円、450万円、500万円
の9コースから選択

運転資金：最長7年
設備資金：最長10年

（法定償却年限以内）

運転資金：最長7年
設備資金：最長10年

（法定償却年限以内）

最高500万円

出し入れ自由 1円以上

最長35年

契約期間1年
（自動更新）

最長20年
最長15年

----------------

2年以内

1年（原則 自動更新）

1年（原則 自動更新）

----------------
----------------

----------------

最長10年

最長10年

就学者の在学
期間＋2ヵ月以内

最長10年

1,000円以上

最長10年

7日間以上

入金は自由
出金は納税時

据置期間１年
最長預入期間３年

１ヵ月以上5年以内

2年以上3年以内

6ヵ月以上5年以内

1年以上7年以内

据置期間6ヵ月
最長預入期間5年

3ヵ月

1年・2年・3年・5年

1年・3年・5年

預金者が30歳に
なられるまで

1,000円以上

1円以上

10万円以上

1円以上
300万円未満

100円以上

1,000万円以上

1円以上

1,000円以上

10,000円以上

10,000円以上

100万円以上
退職金受給額を上限

相続により取得された
金額の範囲内

受贈者
お1人さまにつき
1,500万円まで

最長７年

終身まで

契約期間3年
（自動更新）

契約期間3年
（自動更新）

2年

契約期間1年
（自動更新）

最長16年10ヵ月

無担保住宅借換ローン

リフォームローン

割引手形

さるぼぼ事業者ローン

手形貸付
証書貸付

当座貸越

内国為替業務

保険業務
夜間金庫

貸金庫

モバイルバンキング
外貨両替

株式・出資金の払込

アンサーサービス
ひだしんでんさいサービス

デビットカードサービス
インターネットバンキング

外国為替業務

証券業務	

フリーローン「チョイス」

おまとめローン500

グッドサポートローン

カーライフローン

一般財形預金

スピードローン

ロードサービス付
マイカーローン

普通預金

無利息型普通預金

通知預金

納税準備預金

期日指定定期預金

スーパー定期

大口定期預金

変動金利定期預金

定額預金型複利定期

セカンドライフ
定期預金	

財形住宅預金

財形年金預金

スーパー積金

さるぼぼ倶楽部
定期積金

相続定期預金
メモリアル定期「感謝」
さるぼぼ夢定期
ステップ

Saru-bobo

リバースモー
ゲージローン

カードローン

レディスカード
ローン

住まいる
カードローン

中小企業会計
活用ローン

農業者応援ローン

ビジネス
カードローン

カードローン
ワイド

アラカルト

教育ローン
個
人
ロ
ー
ン

カ
ー
ド
ロ
ー
ン

事
業
者
向
け

定
期
預
金

財
形
預
金

定
期
積
金

主な代理貸付業務	

融資業務のご案内

有価証券投資業務

　
業
務
の
ご
案
内

　
業
務
の
ご
案
内

そのほか、各種商品・サービスを取扱っております。詳しくは、ひだしんの最寄りの店舗へご相談ください。
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住宅ローン
（固定金利選択型）
（変動金利型）

プレミアム
カードローン

ブライダル
カードローン

教育カードローン
「YELL」

総合口座

流
動
性
預
金



平成28年4月1日～平成29年3月31日
飛驒信用組合の現況

街 の コン シェ ル ジュ

数
字
で
み
る
ひ
だ
し
ん

視認性、判読性に優れたユニバー
サルデザインフォント（書体）を使用
しています。

このディスクロージャーの
印刷・製本工程で使用し
た電力量（600kwh）は、
グリーン電力でまかなわれ
ています。

資料編
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◆ 貸借対照表 ◆ 損益計算書

法定監査の状況

損益計算書に対する注記

財務諸表の適正性及び内部監査の有効性

【負債の部】
預金積金	 	
　当座預金	
　普通預金	
　通知預金	
　定期預金	
　定期積金	
　その他の預金	
借用金	 	
　借入金	
その他負債	
　未決済為替借	
　未払費用	
　給付補塡備金	
　未払法人税等	
　前受収益	
　払戻未済金	
　職員預り金	
　リース債務
　資産除去債務	
　その他の負債	
賞与引当金
役員賞与引当金	
退職給付引当金	
役員退職慰労引当金	
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金
繰延税金負債	
債務保証	 	
負債の部合計
【純資産の部】	
出資金	 	
　普通出資金
利益剰余金	
　利益準備金	
　その他利益剰余金	
　　特別積立金
　　（経営基盤強化積立金）
　　当期未処分剰余金
組合員勘定合計	
その他有価証券評価差額金	
評価・換算差額等合計	
純資産の部合計	
負債及び純資産の部合計

経常収益	 	
　資金運用収益	
　　貸出金利息
　　預け金利息
　　有価証券利息配当金
　　その他の受入利息
　役務取引等収益	
　　受入為替手数料
　　その他の役務収益
　その他業務収益	
　　外国為替売買益
　　国債等債券売却益
　　国債等債券償還益
　　その他の業務収益
　その他経常収益
　　貸倒引当金戻入益
　　償却債権取立益	
　　株式等売却益
　　その他の経常収益
経常費用	 	
　資金調達費用	
　　預金利息
　　給付補塡備金繰入額
　　借用金利息
　　その他の支払利息
　役務取引等費用	
　　支払為替手数料
　　その他の役務費用
　その他業務費用	
　　外国為替売買損
　　国債等債券売却損
　　国債等債券償還損
　　国債等債券償却
　　金融派生商品費用
　　その他の業務費用
　経費	
　　人件費
　　物件費
　　税金
　その他経常費用	
　　貸倒引当金繰入額
　　貸出金償却
　　株式等売却損
　　株式等償却
　　その他資産償却
　　その他の経常費用
経常利益	 	
特別利益	 	
　　固定資産処分益
　　その他の特別利益
特別損失	 	
　　固定資産処分損
　　減損損失
　　その他の特別損失
税引前当期純利益	
　		 法人税、住民税及び事業税	
　			法人税等調整額	
法人税等合計
当期純利益	
繰越金（当期首残高）	
当期未処分剰余金

科目 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

233,909,013
1,880,693

42,718,097
162,035

180,163,287
8,146,751

838,148
15,450,000
15,450,000

935,631
10,441

511,075
10,912

169,147
23,179
5,711

70,593
69,929
18,305
46,334
46,701
31,000
16,505
89,219
7,607

19,311
1,119,590

134,142
251,758,721

308,988
308,988

22,047,887
318,810

21,729,077
21,028,000
(2,300,000)

701,077
22,356,875

4,985,315
4,985,315

27,342,190
279,100,912

4,737,306
3,995,471
1,739,609

136,817
2,100,936

18,108
252,154
78,904

173,250
170,949

－
10,425

112,836
47,687

318,731
283,281

386
13,151
21,911

3,753,481
512,947
496,144

8,482
7,758

562
277,156
30,094

247,062
245,789
168,705

1,141
30,405

－
45,387

149
2,713,027
1,310,790
1,348,756

53,480
4,561
－
－
－
－
－

4,561
983,825
10,000

－
10,000
10,515

515
－

10,000
983,309
249,740
49,553

299,294
684,015
17,062

701,077

4,982,537
3,833,839
1,723,501

110,862
1,981,367

18,108
263,389
78,857

184,532
761,922

－
449,972
256,297
55,652

123,385
58,930

－
51,233
13,221

3,846,836
498,068
481,854

9,414
6,212

587
300,824
31,694

269,130
300,525
67,957
13,098

－
67,760

151,242
467

2,693,016
1,328,672
1,310,127

54,216
54,401

－
－

9,630
－
99

44,670
1,135,700

－
－
－

2,756
2,756
－
－

1,132,944
263,856
206,518
470,375
662,568
18,789

681,358

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）
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科目 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期 科目 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

245,943,867
2,593,838

48,893,599
531,712

184,679,423
8,338,588

906,705
29,850,000
29,850,000

944,247
12,691

504,345
14,027

190,649
22,542
3,838

72,970
45,223
18,542
59,416
45,551
38,000
15,043

103,868
7,298

13,801
725,639
270,612

277,957,930

308,651
308,651

22,698,168
318,810

22,379,358
21,698,000
(2,300,000)

681,358
23,006,819

3,380,607
3,380,607

26,387,427
304,345,357

1.	 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記	
については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

2.	 子会社等との取引による収益総額　　　　　40百万円	
	 子会社等との取引による費用総額														 	55百万円
3.	 出資１口当たりの当期純利益														1,066円 18銭

私は、当組合の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの第 63 期の事業年度
における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）
の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を確認しております。

平成 29 年 6 月 21 日

飛　驒　信　用　組　合

理事長　大 原  誠

当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第 5 条の 8 第 3 項に規定する「特定
信用組合」に該当しておりますので、「貸借対照表」「損益計算書」「剰余金処分計算書」等
につきましては、会計監査人である「新日本有限責任監査法人」の監査を受けております。

財務諸表

【資産の部】
現金	
預け金
有価証券	
　国債
　地方債
　社債
　株式
　その他の証券
貸出金	
　割引手形
　手形貸付
　証書貸付
　当座貸越
その他資産	
　未決済為替貸
　全信組連出資金
　前払費用
　未収収益
　その他の資産
有形固定資産	
　建物
　土地
　リース資産
　建設仮勘定
　その他の有形固定資産
無形固定資産	
　ソフトウェア
　その他の無形固定資産
繰延税金資産
債務保証見返	
貸倒引当金	
　（うち個別貸倒引当金）
資産の部合計

 1,384,729
49,488,323

127,231,378
10,523,780
31,446,496
23,765,638
1,897,676

59,597,787
96,811,951

137,056
3,405,084

85,661,080
7,608,730
1,454,265

11,657
452,700

0
601,478
388,428

5,349,537
2,285,994
2,681,432

69,980
－

312,130
57,452
50,078
7,373
－

134,142
△ 2,810,868

(△ 1,537,228)
279,100,912

1,373,011
60,678,285

135,509,070
13,353,386
31,650,870
21,386,921
2,359,142

66,758,749
102,534,781

290,835
3,238,802

90,162,179
8,842,964
1,368,182

11,726
452,700

9,158
566,900
327,697

5,203,132
2,185,834
2,701,485

45,223
－

270,589
48,432
45,345
3,086
－

270,612
△ 2,640,152

(△ 1,407,516)
304,345,357

◆ 剰余金処分計算書

当期未処分剰余金
　計	
剰余金処分額	
　出資に対する配当金
　特別積立金
繰越金（当期末残高）	

701,077,350
701,077,350
682,287,741
12,287,741

670,000,000
18,789,609

（単位：円）

科目 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期
681,358,250
681,358,250
662,270,161
12,270,161

650,000,000
19,088,089
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	 1.　　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
　		 	なお、以下の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
		2.　　有価証券の評価は、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、

その他有価証券のうち時価のあるものについては事業年度末の市場価格等に
基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却
原価法により行っております。

	 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理
しております。

		3．	デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
	4．	有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定率法（ただし、平成10年 4

月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年 4月1日
以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりま
す。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

	 	5．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利
用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能期間（5年）に基づい
て償却しております。

		6．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。

　　 なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは
当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

		 	7．		外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しており
ます。

	 8．	貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上してお
ります。

	 「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に
関する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第 4号）
に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の
種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒
実績率等に基づき引当てております。破綻懸念先債権に相当する債権につい
ては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額のうち必要と認める額を引当てております。破綻先債権及び
実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込
額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てております。

	 全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、融資部（営業関連部署）の協力
の下にリスク統括部（資産査定部署）が資産査定を実施しており、その査定結
果により上記の引当てを行っております。

		9．		賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給	
見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

10．役員賞与引当金は役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

11．	退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。

	 なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総
合型厚生年金基金）を採用しております。

	 当該企業年金制度に関する事項は次のとおりです。
	 （1）制度全体の積立状況に関する事項（平成28年3月31日現在）
	 　　年金資産の額	 　　　　　　　　　　　　　　　　　350,899百万円
	 　　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額	

　																																																																				　　　315,237百万円	
	 　　差引額	 					　																																				　　　35,661百万円
	 （2）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合
　　		　　　		自：平成 27年 4月1日　至：平成28年3月31日　	1.034％
	 （3）補足説明

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
27,132百万円である。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間
16年の元利均等償却であり、当組合は当事業年度の計算書類上、特別
掛金21百万円を費用処理している。
なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準
給与の額に乗じることで算定されるため、上記（2）の割合は当組合の実
際の負担割合とは一致しない。

（注１）金融商品の時価等の算定方法
　　金融資産
　　		（1）預け金
　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市場金利で
割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。

　　		（2）有価証券
　　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ

れた価格によっております。投資信託は、公表されている基準価額によっ
ております。

	 なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については、31．
から34．に記載しております。

　　（3）貸出金
	 貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当

金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便
な方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。

	 ① 6ヵ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権
については、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金
控除前の額）。

	 ②①以外は、貸出金の種類ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利
金の合計額を市場金利（LIBOR、SWAP等）で割り引いた価額を時価とみ
なしております。

　金融負債
						（1）預金積金
　　　	要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）

を時価とみなしております。定期預金の時価は、一定の金額帯および期間
帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の市
場金利（LIBOR、SWAP等）で割り引いた価額を時価とみなしております。

12．	役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対
する退職慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認
められる額を計上しております。

13．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者から
の払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり
必要と認める額を計上しております。

14．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来におけ
る支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております。

15．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
16．子会社等に対する金銭債務総額	 42	百万円
17．	理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額	 59	百万円

					　(ⅱ)市場リスクに係る定量的情報
	 当組合では、「有価証券」のうち、債券の市場リスク量をVaRにより月次で

計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しており
ます。

	 当組合のVaRは、分散共分散法（保有期間240営業日、信頼区間99％、
観測期間5年）により算出しており、平成29年3月31日現在で市場リス
ク量は全体で7,227百万円です。

	 ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確
率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境
が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

					　③資金調達に係る流動性リスクの管理
	 当組合は、流動性リスク管理方針及び流動性リスクに関する管理諸規程に

従い、的確な資金ポジションを確保するため、資金繰りの状況、見通し及
び資金繰りに影響を及ぼす諸条件の変化を厳格に把握し、貸出金・預金等
の運用資産・調達負債を日常的に管理するとともに、調達手段・調達先の
多様化など調達力の強化を図り、流動性確保に向けた適切かつ厳正な管理
を行っております。

	 これらの管理は、資金経理部及びリスク統括部により行われ、また、定期
的にALM委員会、常勤理事会及び理事会にて、審議・報告を行っております。

							（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。

	 なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金及び借用金については、
簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。

30．金融商品の時価等に関する事項	 	
	 平成 29 年 3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非
上場株式等は、次表には含めておりません（（注 2）参照）。

	 また、重要性の乏しい科目については、記載を省略しております。	

建　物	 10 年　～　50年
その他	 　3年　～　20年

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注 2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、
　　　金融商品の時価情報には含まれておりません。

				（2）借用金	 	 	 	 	
　	　　借用金については、帳簿価額を時価としております。

31．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
	 （1）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
	 （2）満期保有目的の債券に区分した有価証券はありません。
	 （3）子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。
	 （4）その他有価証券で時価のあるものについては、P8に記載しております。
32．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。
33．当事業年度中に売却したその他有価証券については、P8に記載しております。
34．その他有価証券のうち満期があるものの期間毎の償還予定額については、P8

に記載しております。
35．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資

実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。
これらの契約に係る融資未実行残高は、27,928	百万円であります。このうち
原契約期間が1年以内のものが	27,928	百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を
与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権
の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられてお
ります。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、
契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

36．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下の
とおりであります。

37．追加情報
	 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

26号	平成 28年3月28日）を当事業年度から適用しております。
38．会計方針の変更
	 （「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

の適用）
	 法人税法の改正に伴い、実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る

減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（平成 28年 6月17日）を当
事業年度に適用し、平成28年 4月1日以後に取得した建物附属設備及び構
築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。この変更に
より、当事業年度の経常利益及び税引前当期純利益は、従来の方法によった
場合に比べ、それぞれ0百万円増加しております。

繰延税金資産 
　　貸倒引当金損金算入限度額超過額
　　有価証券償却超過額
　　役員退職慰労引当金損金算入限度額超過額
　　減価償却超過額
　　損金算入事業税
　　賞与引当金損金算入限度超過額
　　貯蔵品損金不算入額
　　その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計
繰延税金負債 
　　その他有価証券評価差額金
　　その他
繰延税金負債合計 
繰延税金負債の純額

 619
70
28
28
16
12
12
57 

845
△ 203

642

1,264
102

1,367
725

（1）預け金（※1）
（2）有価証券
　　　その他有価証券

（3）貸出金（※1）
　　　貸倒引当金（※2）

　　　金融資産計 
（1）預金積金（※1）
（2）借用金（※1）
　　　金融負債計
デリバティブ取引

（単位：百万円）

（※1）預け金、貸出金、預金積金及び借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出
した時価に代わる金額」を記載しております。

（※2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額
60,678

135,076
102,534

△  2,640
99,894

295,649
245,943
29,850

275,793
－

60,921

135,076

103,733
299,731
246,343

29,850
276,193

－

242

－

3,839
4,082

399
－

399
－

貸借対照表計上額

18．	理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額	 171	百万円
19．	子会社等の株式又は出資金の総額	 350	百万円
20．有形固定資産の減価償却累計額	 3,244	百万円
21．有形固定資産の圧縮記帳額	 10	百万円
22．貸出金のうち、破綻先債権額は	94	百万円、延滞債権額は	3,663	百万円で

あります。
	 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込が無いものと
して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未
収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第
97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に
規定する事由が生じている貸出金であります。

	 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務
者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出
金以外の貸出金であります。

23.	 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません。
	 なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日

から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない
ものであります。

	24.	 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は575	百万円であります。
	 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び 3ヵ
月以上延滞債権に該当しないものであります。

25．破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額
の合計額は	4,332	百万円であります。

	 なお、22. から25.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
26．手形割引により取得した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形の額面金額

は	290百万円であります。
27．担保に提供している資産は、次のとおりであります。
																	担保提供している資産　　預け金　　28,300	百万円
　　　　　		 有価証券	 4,041	百万円
　　　　　	担保資産に対応する債務　借用金　　29,850	百万円
	 上記のほか、公金取扱い、為替取引及び日本銀行歳入復代理店取引のために

預け金	7,038	百万円を担保提供しております。
28．出資1口当たりの純資産額　　42,746円	31	銭
29．金融商品の状況に関する事項	 	 	
							（1）金融商品に対する取組方針
　　　　当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っ

ております。
	 このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の

総合的管理（ALM）をしております。
　　（2）金融商品の内容及びそのリスク	 	
	 当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出

金です。
	 また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び

事業推進目的で保有しております。
	 これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格

の変動リスクに晒されております。
	 外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されており、有価証券の

取得時に、通貨スワップ取引を行うことにより、当該リスクを回避しています。
	 一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒され

ております。
							（3）金融商品に係るリスク管理体制
					　① 信用リスクの管理	 	 	 	
	 当組合は、与信管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出

金について、個別事案ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証
や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し、運
営しております。

	 これらの与信管理は、各営業店のほか融資部及びリスク統括部により行わ
れ、また、定期的にALM委員会、常勤理事会及び理事会にて審議・報告
を行っております。

	 有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパー
ティーリスクに関しては、資金経理部において、信用情報や時価の把握を
定期的に行うことで管理しております。

					　	② 市場リスクの管理
					　(ⅰ)リスク管理
	 当組合は、市場リスク管理規程及び市場リスクに関する管理諸規程に従い、

リスクの計量的測定を始め、金利リスク・価格変動リスク・為替リスクにか
かるモニタリングを行い、リスク計測手法の高度化と市場環境の変化を捉
えた適切なリスクコントロールにより、資産・負債の総合的な管理を行って
おります。

	 これらの管理は、資金経理部及びリスク統括部により行われ、また、定期
的にALM委員会、常勤理事会及び理事会にて、審議・報告を行っております。

（※1）子会社・子法人等株式、非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

（※2）組合出資金（全信組連出資金等）のうち、組合財産が非上場株式など時価を把
握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、
時価開示の対象とはしておりません。

区　分
子会社・子法人等株式（※1） 10    　
非上場株式（※1） 78    　
組合出資金（※ 2） 799    　
合　　計　 　887 

貸借対照表に対する注記
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◆ 総資金利鞘 ◆ 総資産利益率

◆ 預金・積金に関する指標（平均残高）

◆ 定期預金に関する指標（定期預金残高の内訳）

◆ 貸出金に関する指標（平均残高）

◆ 受取利息・支払利息の増減

◆ 担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額

総資金利鞘	
資金運用利回り	
資金調達原価率

総資産経常利益率
総資産当期純利益率

流動性預金	
　うち有利息預金
定期性預金
　うち定期預金
　うち定期積金
譲渡性預金その他の預金	
合計	
	

固定金利	
変動金利
定期預金合計	

割引手形	
手形貸付	
証書貸付	
当座貸越
合計

受取利息	
　うち貸出金
　うち預け金
　うち有価証券
	支払利息	
　うち預金積金
　うち借用金

当組合預金積金	
有価証券	
動産	
不動産	
その他	
信用保証協会・信用保険	
保証	
信用
合計	

0.23
1.58
1.35

0.38
0.26

0.40
0.23

41,817
38,600

185,462
177,346

8,115
－

227,279

45,462
41,962

192,754
184,493

8,260
－

238,216

180,157 
6 

180,163 

184,673
6

184,679

143
3,367

83,691
6,732

93,935

248
3,378

88,351
7,401

99,380

18.4
16.9
81.6
78.0
3.6
－

100.0

19.1
17.6
80.9
77.4
3.5
－

100.0

99.99
0.01

100.00

99.99
0.01

100.00

0.1
3.6

89.1
7.2

100.0

0.3
3.4

88.9
7.4

100.0

288
95
13

178
31
24
7

271
94
19

157
24
21
2

2,844
－
20

52,781
449

5,717
33,715
1,282

96,811

2,384
－
20

58,503
406

5,440
33,821
1,960

102,534

△ 256
△ 105
△ 38
△ 111
△ 3
△ 2
△ 0

△ 432
△ 110
△ 45
△ 277
△ 39
△ 35
△ 4

3.0
－

0.0
54.5
0.5
5.9

34.8
1.3

100.0

2.3
－

0.0
57.1
0.4
5.3

33.0
1.9

100.0

31
△ 10
△ 25

67
28
21
6

△ 161
△ 16
△ 25
△ 119
△ 14
△ 13
△ 1

3
－
－
27
－
19
83
－

134

3
－
－
56
－
18

194
－

271

（単位：％） （単位：％）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率の増減によるものに含めております。

（注）総資産経常利益率＝{経常利益÷総資産(債務保証見返除く)平均残高}×100	
							総資産当期純利益率＝{当期純利益÷総資産(債務保証見返除く)平均残高}×100	

項目 項目

項目

項目

項目

項目

項目

第62期	平成28年3月期 第62期	平成28年3月期第63期	平成29年3月期 第63期	平成29年3月期

第62期	平成28年3月期

第62期	平成28年3月期

第62期	平成28年3月期

第62期	平成28年3月期

第62期	平成28年3月期

平均残高

残高

平均残高

平均残高

残高

平均残高

構成比（％）

構成比（％）

構成比（％）

構成比（％）

構成比（％）

構成比（％）

残高による増減

残高

残高による増減

残高

利率による増減

構成比（％）

利率による増減

構成比（％）

純増減

債務保証見返額

純増減

債務保証見返額

◆ 主要な業務に関する指標

資金運用収支	 （A）	 ＝	（B）		－	（C）	
			資金運用収益	 	 	 	 	 	 （B）	
			資金調達費用	 	 	 	 	 	 （C）	
役務取引等収支	 （D）	 ＝	（E）		－	（F）	
			役務取引等収益	 	 	 	 	 	 （E）	
			役務取引等費用	 	 	 	 	 	 （F）	
その他業務収支	 （G）	 ＝	（H）	 	－		（ I ）		
			その他業務収益	 	 	 	 	 	 （H）	
			その他業務費用	 	 	 	 	 	 （ I ）		
金銭の信託運用見合費用	 	 	 	 	 （J）		
業務粗利益						（K)＝	（A）＋（Ｄ）＋（G）＋（J）	
業務粗利益率	 	 	
業務純益

% %

3,482
3,995

512
△  25

252
277
△  74

170
245
－

3,382
1.34
669

3,335
3,833

498
△  37

263
300
461
761
300
－

3,759
1.35

1,066

（単位：百万円）

（注）業務粗利益率=｛業務粗利益÷資金運用勘定計平均残高｝×100

項目 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

◆ 主要項目の５年間の指標 / 損益

経常収益	 	
経常費用	 	
経常利益	 	
当期純利益	

4,852
4,099

753
518

4,963
3,944
1,019

661

5,091
3,851
1,239

868

4,737
3,753

983
684

4,982
3,846
1,135

662

（単位：百万円）
項目 第59期	平成25年3月期 第60期	平成26年3月期 第61期	平成27年3月期 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

◆ 主要項目の５年間の指標 / 出資金

出資金	
出資総口数	
出資配当率	
出資配当金

309
619,996

4.0
12

口
%

口
%

口
%

口
%

口
%

311
622,181

4.0
12

311
622,965

4.0
12

308
617,976

4.0
12

308
617,303

4.0
12

（単位：百万円）
項目 第59期	平成25年3月期 第60期	平成26年3月期 第61期	平成27年3月期 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

◆ 職員数

職員数 181人 176人 172人 171人 172人
項目 第59期	平成25年3月期 第60期	平成26年3月期 第61期	平成27年3月期 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

◆ 主要項目の５年間の指標 / 主要勘定

預金積金残高	
貸出金残高	
有価証券残高	
総資産額	 	
純資産額	 	
単体自己資本比率

195,172
81,381
93,273

220,814
22,646
21.01 % % % % %

210,686
87,612

105,425
236,617
23,230
20.33

217,867
91,397

111,882
248,210
26,223
19.14

233,909
96,811

127,231
279,100
27,342
18.55

245,943
102,534
135,509
304,345
26,387
17.02

（単位：百万円）

（注）「単体自己資本比率」は、平成18年金融庁告示	第22号により算出しております。

項目 第59期	平成25年3月期 第60期	平成26年3月期 第61期	平成27年3月期 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

第63期	平成29年3月期

第63期	平成29年3月期

第63期	平成29年3月期

第63期	平成29年3月期

第63期	平成29年3月期
◆ 資金運用・調達勘定平均残高・利息・利回り

資金運用勘定	
　うち貸出金
　うち預け金
　うち有価証券
	資金調達勘定	
　うち預金積金
　うち借用金

251,765
93,935
43,875

113,500
234,965
227,279

7,534

276,795
99,380
53,616

123,343
259,084
238,216
20,742

3,995
1,739

136
2,100

512
504

7

3,833
1,723

110
1,981

498
491

6

1.58
1.85
0.31
1.85
0.21
0.22
0.10

1.38
1.73
0.20
1.60
0.19
0.20
0.02

（単位：百万円）

項目
第62期	平成28年3月期

平均残高 平均残高利息 利息利回り(%) 利回り(%)
第63期	平成29年3月期

0.18
1.38
1.20



第63期	平成29年3月期

差額
第63期	平成29年3月期

項目
第63期	平成29年3月期

構成比（％）
第63期	平成29年3月期

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

項目
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設備資金
運転資金
合計

満期保有目的の債券
その他有価証券
　子会社・子法人等株式
　非上場株式（店頭売買株式を除く）
　投資事業有限責任組合出資金

その他有価証券

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気、ガス、熱供給、水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
その他の産業
小計
地方公共団体
個人（住宅・消費・納税資金等)
合計

56,459
40,352
96,811

61,462
41,072

102,534

－
239
10
68

161

－
432
10
78

344

1,189 3,31123 5011 22

6,011
767

3
0

7,417
929
337

1,879
8,031

500
7,298

35
225

1,347
633

1,426
73

571
4,111
1,526

43,128
10,841
42,842
96,811

58.3
41.7

100.0

59.9
40.1

100.0

6.2
0.8
0.0
0.0
7.7
1.0
0.3
1.9
8.3
0.5
7.5
0.0
0.2
1.4
0.7
1.5
0.1
0.6
4.2
1.6

44.5
11.2
44.3

100.0

6.2
0.8
0.0
－

6.8
1.0
0.2
1.8
7.8
0.5
8.2
0.0
0.2
1.0
0.5
1.5
0.1
0.7
4.3
1.6

43.2
10.2
46.6

100.0

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

項目

項目

第62期	平成28年3月期

第62期	平成28年3月期

第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

第62期	平成28年3月期

残高

貸借対照表計上額

売却価額 売却価額売却益 売却益売却損 売却損

貸借対照表計上額

残高

残高

残高

構成比（％）

構成比（％）

構成比（％）
第63期	平成29年3月期

（注）1.	貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。		2.	上記の「その他」は外国証券及び投資信託等です。
　　3.	時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

※5ページから8ページの記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。	 	 	 	

預貸率	

預証率

41.38
41.33
54.39
49.93

41.69
41.71
55.09
51.77

（単位：％）
項目 第62期	平成28年3月期

固定金利
変動金利
貸出金合計

42.55
57.45

100.00

37.41
62.59

100.00

41,197 
55,614 
96,811 

38,353
64,181

102,534

（単位：百万円）

（単位：百万円）

項目 第62期	平成28年3月期
残高 残高構成比（％） 構成比（％）

第63期	平成29年3月期

国債
地方債	
短期社債	
社債
株式	
その他の証券	
　外国証券
　（うち円貨債）
　その他	
合計

9,857
26,781

－
23,332
1,248

52,280
44,939
(39,962)

7,341
113,500

11,162
29,733

－
22,411
1,466

58,568
48,750
(39,167)

9,818
123,343

（注）当組合は商品有価証券を保有しておりません。

項目 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

有価証券の時価、評価差額等に関する事項

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

合計

株式
債券	
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
小計
株式	
債券	
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他	
小計

1,506
63,529
10,523
31,446

－
21,559
46,751

111,788

2,072
55,887
10,663
29,027

－
16,196
42,952

100,912
312

2,206
－
－
－

2,206
12,684
15,204

126,992

893
61,263
9,903

30,275
－

21,084
41,826

103,983

1,369
54,148
10,182
28,135

－
15,830
39,226
94,744

362
2,213
－
－
－

2,213
13,313
15,890

119,874

228
10,621
2,774
2,629
－

5,217
24,527
35,377

130,121

△ 49
△ 7
－
－
－
△ 7

△ 629
△ 686
7,118

△ 29
△ 117
△ 83
△ 6
－

△ 27
△ 1,065
△ 1,213

4,954

613
2,266

620
1,170
－

475
4,925
7,804

702
1,739

480
892
－

366
3,726
6,167

項目
第62期	平成28年3月期

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額取得原価 取得原価差額

債券
　国債	
　地方債	
　短期社債
　社債	
その他
合計

4,817
－
－
－

4,817
2,409
7,227

4,206
－
88
－

4,117
1,297
5,503

14,465
779

4,764
－

8,922
7,805

22,271

13,206
981

6,566
－

5,658
14,210
27,417

34,463
9,119

15,727
－

9,616
20,588
55,052

33,139
8,772

13,134
－

11,232
18,098
51,237

11,988
625

10,954
－

409
22,414
34,402

15,839
3,599

11,861
－

378
25,004
40,843

（単位：百万円）

項目
第62期	平成28年3月期

1年以内 1年以内5年超10年以内 5年超10年以内１年超5年以内 １年超5年以内10年超 10年超
第63期	平成29年3月期

6,324
791
34
－

7,013
990
241

1,830
8,018

500
8,421

39
232

1,025
541

1,571
52

731
4,371
1,594

44,325
10,456
47,752

102,534

198
10,503
2,690
2,623
－

5,189
23,461
34,164

135,076

（単位：百万円）

期末
期中平均
期末
期中平均

◆ その他有価証券で時価のあるもの

◆ 満期保有目的の債券で時価のあるもの
◆ 金銭の信託の時価等に関する事項　◆ 公共債ディーリング実績　
◆ 先物取引の時価情報　◆ オフバランス取引の状況　◆ オプション取引の時価情報
◆ 外国為替取扱高　◆ 子会社株式で時価のあるもの
いずれも該当する取引はございません。

◆ 当期中に売却したその他有価証券

◆ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券

◆ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の種類別残存期間別残高

◆ 使途別の貸出金残高

◆ 貸出金業種別内訳

◆ 預貸率・預証率 ◆ 貸出金に関する指標（金利区分別残高）

◆ 有価証券の種類別平均残高
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開示債権の状況

区分

区分

項目

残高（A）

債権額
（A）

期首残高 当期増加額
当期減少額

目的使用 その他
期末残高

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）＝（B）＋（C）

保全率
（D）／(A)

貸倒引当金引当率
（C）／（A－B）

貸倒引当金(C) 保全率 (B+C)／A

リスク管理債権の状況

金融再生法に基づく開示債権の状況

　（単位：百万円、％）

　（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

破綻先債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

一般貸倒引当金

延滞債権

危険債権

個別貸倒引当金

3ヵ月以上延滞債権

要管理債権

合　計

貸出条件緩和債権

不良債権計

合　計

正常債権

合　計

※百万円未満および小数点第3位以下は切り捨てて表示しております。

※洗替えによる取り崩し

※百万円未満および小数点第3位以下は切り捨てて表示しております。

28

94

3,847

3,663

－

－

525

575

4,401

4,332

1,640

1,273

1,650

1,537

3,291

2,810

448

559

1,565

1,433

271

267

2,285

2,259

1,273

1,232

1,537

1,407

2,810

2,640

212

275

1,325

1,132

180

144

1,717

1,551

－

－

253

116

253

116

661

834

2,890

2,565

451

411

4,003

3,811

1,640

1,273

1,396

1,420

3,037

2,694

100.00

100.00

 89.74

87.63

85.97

71.52

90.83

87.87

1,273

1,232

1,537

1,407

2,810

2,640

100.00

100.00

80.04

75.77

71.00

46.81

80.95

74.69
6

33

2,002

1,954

－

－

271

267

2,279

2,255

22

61

1,514

1,346

－

－

180

144

1,717

1,551

100.00

100.00

91.41

90.11

－

－

85.97

71.52

90.82

87.86

（注）
１．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金 (貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第 3号の①会社更生法又は、金融機関等
の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者、②民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、③破産法の規定
による破産手続開始の申立てがあった債務者、④会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者、⑤手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、等に対する貸
出金です。

２．	「延滞債権」とは、上記１及び債務者の経営再建又は支援(以下「経営再建等」という。)を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外の未収利息不計上貸出金です。
３．「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金 (上記１及び２を除く)です。
４．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金 (上記１～３を除く)です。

５．「担保・保証額 (Ｂ)」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
６．「貸倒引当金（Ｃ）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金は含まれており
ません。

７．「保全率（Ｂ+Ｃ）/Ａ」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。
８．これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが損失となる
ものではありません。

（注）
１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破錠に陥っている債務者に対する債権及びこれ
らに準ずる債権です。

２．「危険債権」とは、債務者が経営破錠の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の
高い債権です。

３．「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。
４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権です。
５．「担保・保証等（Ｂ）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計です。
６．「貸倒引当金（Ｃ）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。
７．金額は決算後（償却後）の計数です。

不良債権は 4,337 百万円ありますが、このうち2,259
百万円が担保や保証等でカバーされております。担保や
保証等でカバーされていない部分（金額で2,077 百万円）
に対しても1,551 百万円の貸倒引当金を計上しており、

不良債権に対するカバー率は87.87％となっております。
さらに組合員勘定（株式会社の自己資本に相当する部分）
23,006 百万円からみても不良債権が経営に与える影響
は僅かであり、経営の健全性を十分に確保しております。

※　

※

※　

※

※　

※

担保・保証額 (B)

661

834

3,221

2,927

525

575

4,407

4,337

92,607

98,535

97,015

102,872

当組合は、資産の健全性確保を最重要課題の１つとして
取り組んでおりますが、平成29年3月期につきましても、
厳正な自己査定を実施し、その査定結果に基づき適切な
償却・引当を実施しました。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」に基づ

くリスク管理債権と「金融再生法」に基づく開示債権を
以下の通り開示いたします。	 	 	
この査定は、金融庁の「金融検査マニュアル」に基づい
ております。

◆ 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額

◆ リスク管理債権及び同債権に対する保全額

◆ 貸倒引当金の期末残高・期中増減額

貸出金償却 － －

（単位：百万円）

項目 第62期	平成28年3月期 第63期	平成29年3月期

◆ 貸出金償却の額
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　	特定項目に係る10パーセント基準超過額
　　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額	
　　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額	
　　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額	
　	特定項目に係る15パーセント基準超過額
　　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額	
　　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額	
　　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額	
　コア資本に係る調整項目の額（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　（ハ）
リスク・アセット等（3）	
　信用リスク・アセットの額の合計額
　　　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　　　　うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く）
　　　　　うち、繰延税金資産　　　　　　
　　　　　うち、前払年金費用　　　　　　
　　　　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　　　　うち、上記以外に該当するものの額	 	
　オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額	
			信用リスク・アセット調整額	 	
			オペレーショナル・リスク相当額調整額		
			リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ））	 	

項　目

項　目

◆ 自己資本の構成に関する事項　

◆ 自己資本の構成に関する事項

（単位：百万円）

（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目（1）
　	普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定の額
　　　うち、出資金及び資本剰余金の額	
　　　うち、利益剰余金の額	
　　　うち、外部流出予定額（△）	
　　　うち、上記以外に該当するものの額	
　	コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　　　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額	
　　　うち、適格引当金コア資本算入額	 	
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
	

	

	

コア資本に係る基礎項目の額（イ）
コア資本に係る調整項目（2）
				無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　　　うち、のれんに係るものの額	
　　　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額	
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額	 	
適格引当金不足額	 	
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額	 	
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額	
前払年金費用の額	 	
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額		
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額	 	
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額		
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額								

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額　

平成27年度

平成28年度

平成28年度

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

22,344
308

22,047
12

－

1,273
1,273

－

－

－

－

23,618

16

－

16

－

－

－

－

－

－

－

－

－

22,994
308

22,698
12

－

1,232
1,232

－

－

－

－

24,227

21

－

21

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

16

23,601

120,351

△ 15,616
25

－

－

△ 15,641

－

6,868

－

－

127,219

18.55

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

25

－

25

－

－

－

－

－

－

－

－

－

14

－

14

－

－

－

－

－

－

－

－

－

% %

※	『リスク・アセット等』とは資産（貸出金や有価証券等）に関する貸倒れの危険性の総量をいい、貸借対照表に記載された各資産に対して、その種類あるいは取引相手の信
用リスクの度合いに応じたリスク・ウェイトを乗じて算出します。「バーゼルⅢ」の導入に伴い、従来に比べてリスク・アセット算出の精緻化が図られました。

－

－

－

－

－

－

－

－

21

24,206

135,383

△ 6,235
14

－

－

△ 6,249

－

6,803

－

－

142,186

17.02

平成27年度

自己資本の充実の状況等について
自己資本比率は、貸出金等の「資産（※リスク・アセット等）」
に対する出資金や内部留保等の「自己資本」の割合を示
す数値であり、金融機関の健全性・安全性を計る重要な
指標です。
平成29年 3月期の自己資本の額は24,206百万円、自
己資本比率は17.02％と国内で業務を行う金融機関の基
準4％を大きく上回り、"ひだしん "の財務体質が極めて
高い水準にあることを示しています。

当組合の自己資本につきましては、地域のお客さまから
の普通出資金による調達を始め、内部留保による資本の
積上げ等を行うことにより自己資本の充実を図り、経営
の健全性・安全性を保っております。
なお、将来の自己資本の充実策については、各年度毎の
事業計画に基づく業務推進を通じて、そこから得られる
利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えて
おります。

自己資本比率

自己資本算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合
会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しておりま
す。なお、当組合は国内基準を採用しております。

（注）



13 14  HIDASHIN DISCLOSURE 2017

（ⅸ）	他の金融機関等の対象資本調達手段のうち、
						対象普通出資等に該当するもの以外のもの
						に係るエクスポージャー

（ⅹ）	信用協同組合連合会の対象普通出資金等
　　であってコア資本に係る調整項目の額に
						 算入されなかった部分に係るエクスポージャー

イ. 信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計
　	

　　　　（ⅰ）　ソブリン向け
　　　　（ⅱ）　金融機関向け
　　　　（ⅲ）　法人等向け
　　　　（ⅳ）　中小企業等・個人向け
　　　　（ⅴ）　抵当権付住宅ローン
　　　　（ⅵ）　不動産取得等事業向け
　　　　（ⅶ）　三月以上延滞等
　　　　（ⅷ）　出資等
　　　　　　　　出資等のエクスポージャー
	　　　　	　　　　重要な出資のエクスポージャー

◆ 自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

項目 リスク・アセットリスク・アセット 所要自己資本額所要自己資本額
平成28年度平成27年度

　　　　（xi）	その他	 	
　　②証券化エクスポージャー

　　⑤CVAリスク相当額を８％で除して得た額
　　⑥中央清算機関関連エクスポージャー
ロ．オペレーショナル・リスク	 	
ハ．単体総所要自己資本額　　（イ＋ロ）　

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとの
				エクスポージャー

③経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額

④他の金融機関等の対象資本調達手段に係る
　エクスポージャーに係る経過措置により
　リスク・アセットの額に算入されなかったものの額

120,351

135,939

326
12,375
27,509
27,319
4,165
8,886

594
5,099
5,099
－

135,383

141,589

500
16,029
28,015
31,357
3,956

10,678
621

6,856
6,856
－

4,814

5,437

13
495

1,100
1,092

166
355
23

203
203
－

5,415

5,663

20
641

1,120
1,254

158
427
24

274
274
－

15,670
－

19,645
0

626
－

785
0

25
1

6,868
127,219

28
1

6,803
142,186

1
0

274
5,088

1
0

272
5,687

33,541 23,4761,341 939

452 45218 18

25 141 0

△ 15,641 △ 6,249△ 625 △ 249

１．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×4％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府
以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のこ
とです。

４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一	
種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

５．「その他」とは、（ⅰ）～（ⅹ）に区分されないエクスポージャーです。具体的には、信用保証協会等による保証付エクスポージャーやオフ・バランス取引及び派生商品取引
の与信相当額などが含まれます。	

６．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。	

７．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

（注）

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉 ÷	8%	粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％		
直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数

1.	自己資本調達手段の概要

2.	自己資本の充実度に関する評価方法の概要

3.	信用リスクについて

4.	信用リスク削減手法について

5.	オペレーショナル・リスクについて

6.	株式・出資金等について

7.	金利リスクについて

8.	連結の範囲に関する事項等

9.	派生商品取引及び長期決済期間取引ならびに証券化取引について

当組合の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されております。
なお、当組合の自己資本調達手段は次のとおりです。

自己資本の充実度に関しまして、自己資本比率は国内基準の４％を上回っており、経営の健全性・安定性を充分保っております。
なお、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを第一義
的な施策として考えております。

信用リスクとは、取引先の倒産や経営財務状況の悪化等により、貸出金やその利息などの回収が困難となり、金融機関が損失を受けるリスクをいい
ます。当組合では、貸出資産の良質化のため、法令遵守はもとより「財務分析」「信用格付け」の活用、不動産価格の適正評価を行うとともに、営業店
への本部指導などを実施しております。
さらに、信用リスク回避のため、特定の業種やお客さまに偏ることのないよう、小口・中口多数取引の推進を図るとともに、定期的なポートフォリオ
管理などにより信用リスクを認識する管理態勢を構築しています。	 	 	 	 	 	
当組合では、信用リスクの評価につきましては、厳格な自己査定を実施しております。	
また、信用リスク・アセット額の算定にあたっては、各エクスポージャーに分類のうえ、それぞれに定められたリスク・ウェイトを乗じて算出する「標
準的手法」を採用しております。
当該手法の採用にあたり、リスク・ウェイトの判定に使用する格付は以下の4つの適格格付機関を採用しております。
　●株式会社	格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）																															　	●株式会社	日本格付研究所（ＪＣＲ）
　●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）									●スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）
なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
このような信用リスク管理の状況については、ＡＬＭ委員会で協議・検討を行うとともに、必要に応じて理事会への報告体制を整備しております。
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に基づき算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めてお
ります。

信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。
当組合では、資金使途、返済原資並びに財務内容など、さまざまな角度から融資の可否判断をしており、担保や保証による保全措置は、補完的な位置
付けとして認識しております。
ただし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努
めております。	 	
当組合が扱う担保には、自組合預金積金、不動産等があり、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証等がありますが、その
手続きについては、適切な事務取扱い及び適正な評価を行っております。	 	 	 	
また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替取引に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与信取引の範囲
内において、預金相殺を用いる場合がございます。	
この際、信用リスク削減方策の一つとして、組合の定める各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認のうえ、事前通知や諸手続きを省略して払
戻充当いたします。
なお、当組合が採用している信用リスク削減手法は、適格金融資産担保として自組合預金積金、保証として公的・民間保証等が該当します。	
民間保証については、適格格付機関が付与している格付により判定しております。

オペレーショナル・リスクとは、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外部事象の発生によって組合が
損失を被るリスクのことであり、不適切な事務処理、システムの停止や誤作動、災害発生など、組合経営に重大な影響を与えるリスクの総称です。
当組合では、それらのリスクを適切に管理するため「事務リスク管理規程」及び「システムリスク管理規程」を制定し、適切な管理態勢の整備並びにリ
スクの軽減に取組んでおります。	
「事務リスク」につきましては、正確な事務処理遂行のため、営業店指導を強化するとともに、各種研修を定期的に実施し、事務品質の向上に努めて
おります。
また、事務ミス等を未然に防止するため、自店内検査や監査部による臨店監査等により相互牽制機能の強化を図っております。
「システムリスク」につきましては、災害等によりシステムが正常機能しなくなった場合に備えた「コンティンジェンシープラン（危機管理計画）」を作
成し、業務への支障を最小限に抑える体制を構築しております。	 	 	 	 	 	
これらのリスクに関しましては、リスク統括部におきまして協議・検討するとともに、必要に応じて理事会等において報告する体制を整備しております。	
当組合では、オペレーショナル・リスク相当額の算出について、過去3年間の粗利益額の平均値に基づき算出する「基礎的手法」を採用しております。

上場株式にかかるリスクの認識については、時価評価によるリスク計測によって把握するとともに、設定されたリスク・リミットの遵守状況やストレ
ステストなど複合的なリスク分析を実施し、定期的にＡＬＭ委員会に報告しています。
一方、非上場株式、子会社株式、その他出資金に関しては、「余資運用基準」などに基づいた適正な運用・管理を行い、適切なリスク管理に努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当組合が定める「有価証券運用基準」等に従い、適正処理を行っております。	

金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益に対する影響を指し、当組合においては、定期的に評価・計測を行っ
ております。具体的には、金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測等を行い、ＡＬＭ委員会で協議・検討するとともに、必要に応じ
て経営陣へ報告を行うなど適正なリスク・コントロールに努めております。
金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。

当組合には子会社等として「ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社」と「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合（1号・2号）」
があります。
飛驒信用組合グループとして連結された財務諸表は、連結財務諸表規則第5条第2項で規定される重要性の原則により、作成しておりません。このた
め連結財務諸表を基礎とする諸指標は算出しておりませんが連結自己資本比率についてのみ「平成18年金融庁告示第21号」に準じて算出しており
ます。各種経営指標については飛驒信用組合単体のものをご参照ください。

発行主体
資本調達手段の種類

飛驒信用組合
普通出資

コア資本に係る基礎項目の
額に算入された額 308百万円

	

計測手法 金利更改ラダー方式

満期：５年以内(平均２.５年)
預金、貸出金、有価証券、預け金
９９％タイル値	※
四半期毎

対象：流動性預金全般（当座預金、普通預金など）
算定方法：①過去５年の最低残高	 		
　　　　　②過去５年の最大年間流出量を現残高から差引いた残高	
　　　　　③現残高の５０％相当額
　　　　　以上３つのうち最小の額を上限とします。

金利感応資産・負債	
金利ショック幅	
リスク計測の頻度	

コア預金

※	「99％タイル値」とは各年限毎に対前年比の金利変動幅(240営業日)を過去5年分(1200営業日)算出し、小さい順に並び替え、下位1％に位置する金利水準を99％タイル値といいます。

いずれも該当ございません。
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信用リスク削減手法に関する事項

◆ 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
◆ 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等

◆ リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

◆ 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

エクスポージャー
区分

区分

告示で定める
リスク・ウェイト区分

地域区分
業種区分
期間区分 平成27年度 平成27年度

平成27年度

格付適用有り

平成27年度

格付適用有り

平成27年度 平成27年度
平成27年度 平成27年度 平成27年度平成28年度 平成28年度

平成28年度

格付適用無し

平成28年度

格付適用無し

平成28年度 平成28年度
平成28年度 平成28年度 平成28年度

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

三月以上延滞
エクスポージャー債券

当期減少額

平成28年度

当期増加額

平成27年度

期末残高
貸出金償却デリバティブ取引

信用リスクエクスポージャー期末残高

個別貸倒引当金

エクスポージャーの額

国内
国外	
地域別合計
製造業	
農業、林業	
漁業	
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業	
電気、ガス、熱供給、水道業
情報通信業	
運輸業、郵便業	
卸売業、小売業	
金融業、保険業	
不動産業	
物品賃貸業	
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業	
飲食業	
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業	
医療、福祉	
その他のサービス	
その他の産業	
国・地方公共団体等	
個人	
その他	
業種別合計
1年以下	
1年超3年以下	
3年超5年以下	
5年超7年以下	
7年超10年以下	
10年超	
期間の定めのないもの
残存期間別合計

製造業
農業、林業
漁業	
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気、ガス、熱供給、水道業
情報通信業	
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業	
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業	
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
その他の産業
国・地方公共団体等
個人
合計	

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
合　計

238,772
41,596

280,368
9,044

767
3
0

7,417
3,682

337
4,434

14,227
11,593
10,816

35
225

1,347
633

1,426
73

571
4,211
1,909

50,104
42,842

114,662
280,368
20,748
16,729
19,669
31,738
40,468
75,956
75,058

280,368

266,332
44,148

310,481
10,549

791
34
－

7,213
3,636

241
4,391

12,290
12,093
13,341

39
232

1,025
541

1,571
52

731
4,471
1,950

53,259
47,752

134,269
310,481
20,674
17,792
22,935
29,218
39,315
88,836
91,708

310,481

97,412
－

97,412
6,011

767
3
0

7,417
929
337

1,879
8,031

500
7,298

35
225

1,347
633

1,426
73

571
4,111
1,526

10,841
42,842

600
97,412
13,714
7,441
8,230
8,848

12,061
44,522
2,592

97,412

102,954
－

102,954
6,324

791
34
－

7,013
990
241

1,830
8,018

500
8,421

39
232

1,025
541

1,571
52

731
4,371
1,594

10,456
47,752

420
102,954
15,259
7,775
7,883
9,008

11,238
49,780
2,007

102,954

9
124
－
－

397
－
－
－

211
－
67
－
－
－
－
－
－
－

244
－
－

482
1,537

24,120
1,882

13,890
－

14,123
－

7,845
6,062
－

312
－

68,237

22,717
1,856

21,693
－

15,496
－

6,083
－

6,014
310
－

74,173

54,118
5,625

50,428
12,036

541
37,998
44,384
1,680
－

235
－

207,048

57,816
4,978

61,924
11,418

630
43,142
46,505

345
1,004

245
－

228,012

9
124
－
－

397
－
－
－

211
－
67
－
－
－
－
－
－
－

244
－
－

482
1,537

6
127
－
－

415
－
－
－

163
－
73
－
－
－
－
－
－
－

247
－
－

372
1,407

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

68,894
41,596

110,490
3,032
－
－
－
－

2,753
－

2,554
6,196

11,093
3,518
－
－
－
－
－
－
－
99

382
39,263

－
41,596

110,490
7,033
9,288

11,438
22,890
28,406
31,433

－
110,490

73,676
44,148

117,825
4,224
－
－
－

200
2,646
－

2,560
4,272

11,593
4,919
－
－
－
－
－
－
－
99

356
42,803

－
44,148

117,825
5,414

10,016
15,052
20,209
28,076
39,056

－
117,825

9
124
－
－

397
－
－
－

211
－
67
－
－
－
－
－
－
－

244
－
－

482
1,537

21
0
－
－

397
－
－
－

186
－
3
－
－
－
－
－
－
－

468
－
－

573
1,650

483
－

483
－
－
－
－

285
－
－
－
10
－
17
－
10
－
－
68
－
－
－
－
－
90
－

483

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（注）
１．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デリバティブ取
引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には
現金、預け金、投資信託、固定資産等が含まれます。

４．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

本事項については、Ｐ9～Ｐ10「開示債権の状況」に掲載しております。

１．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行なっているため、「地域別」の区分は省略しております。
２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

１．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

１．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
２．上記「保証」には、告示 (平成18年金融庁告示第22号)第45条 (信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー )、
　		 第46条 (株式会社地域経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー )を含みません。

（注）

（注）

（注）

信用リスク削減手法が
適用されたエクスポージャー

3,115 2,918 1,888 2,064 － －

ポートフォリオ
信用リスク削減手法 適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ

平成27年度 平成28年度 平成28年度平成28年度 平成27年度 平成27年度

532
－

532
－
－
－
－

254
－
－
－
42
－
13
－
－
－
－
65
－
－
－
－
－

156
－

532

6
127
－
－

415
－
－
－

163
－
73
－
－
－
－
－
－
－

247
－
－

372
1,407

◆ 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額信用リスクに関する事項 ( 証券化エクスポージャーを除く )

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
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岐阜県高山市花岡町
１丁目13番地１
岐阜県高山市花岡町
１丁目13番地１

◆ 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

金利リスクに関する事項

◆ 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

◆ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

上場株式等
非上場株式等
合計

売却益
売却損
償却

金利リスクに関して内部
管理上使用した
金利ショックに対する損
益・経済価値の増減額

　　ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社
出資 ▼	運営・出資

　　飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合（1号・2号）

評価損益

評価損益

1,819
－

1,819

2,271
－

2,271

13
－

－

51
9
－

791

10 100%

－

－

325

148

563 673

－ －

1,819
4,134
5,953

2,271
5,366
7,637

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（平成29年3月末現在）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額時　価 時　価
平成28年度

平成28年度

平成28年度

平成28年度

平成28年度

投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）のうち、
上場・非上場の確認が困難なエクスポージャーについては、非上場株式等に含めて記載しています。

金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの(貸出金、有価証券、預金等 )が、
金利ショックにより発生するリスク量を見るものです。当組合では、「パーセンタイル値」により金利リスク量を算出しております。

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評価損益です。

（注）「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社株式及び関連会社の評価損益です。

（注）

（注）

◆ 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額

当組合および子会社等の概況
◆ 飛驒信用組合グループの事業系統図

◆ 子会社等の概況

当組合は、標準的手法を採用しており、該当するエクスポージャーはございません。

飛驒信用組合

会社名 所在地 設立年月日 資本金又は出資金
(百万円）

議決権
所有割合主要業務内容

ひだしんイノベーション
パートナーズ株式会社

岐阜県高山市花岡町
１丁目13番地１ 平成26年11月7日

平成27年2月1日

平成28年6月10日

・投資事業組合財産の運用及び管理
・株式、社債又は持分その他の
  有価証券に対する投資業務
・事務受託業務

・地域活性化に資する投資業務

・地域活性化に資する投資業務

飛騨・高山さるぼぼ結ファンド
投資事業有限責任組合
飛騨・高山さるぼぼ結ファンド2号
投資事業有限責任組合

◆ 連結自己資本比率
　当組合では、子会社は当信用組合グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しい
と認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。
　なお、子会社等のひだしんイノベーションパートナーズ株式会社及び飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合	
（1号・2号）を含めた連結自己資本比率は下記のとおりであります。

項目

（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目（１）	 		 	 	
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定の額
　　　うち、出資金及び資本剰余金の額	 	
　　　うち、利益剰余金の額	 	
　　　うち、外部流出予定額（△）	 	
　　　うち、上記以外に該当するものの額	 	
コア資本に算入されるその他の包括利益累計額	
　　　うち、為替換算調整勘定	 	
　　　うち、退職給付に係るものの額	 	
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額	 　　　　
　　　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額	 	
　　　うち、適格引当金コア資本算入額	 	
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）	 		
コア資本に係る調整項目(２)	 	
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　　　うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。）の額
			　　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額	
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額	 	 	
適格引当金不足額	 		
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額	 	 	
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額	 		
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額		
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額	 		 	
　　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15パーセント基準超過額	 	
　　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

平成27年度 平成28年度経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

22,337
308

22,040
12

－

－

－

－

－

1,273
1,273

－

－

23,024
308

22,727
12

－

－

－

－

－

1,232
1,232

－

－

－

23,611

16

－

16

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

24,256

21

－

21

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

25

－

25

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

14

－

14

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された
資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに
相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

区分

◆ 貸借対照表計上額及び時価等

出資等エクスポージャーに関する事項

1,266



31

　
主
な
手
数
料
の
ご
案
内

振込手数料

その他為替手数料

でんさいネット手数料

融資関連手数料

ＡＴＭ利用手数料 

各種サービス手数料 （月間口座維持管理基本手数料）

当座関連手数料

窓口

平　日

土曜日
日曜日
祝   日

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

振 込 手 数 料

利 用 時 間

②預入れの場合

無料引出提携カード※1 他金融機関カード

当組合宛他金融機関宛
電信 文書 同一店内 本支店

ＡＴＭ振替扱
定額自動送金

ＡＴＭ現金扱

代金取立
手数料

その他手数料

個人インターネットバンキング

法人インターネットバンキング
ファームバンキング

モバイルバンキング

アンサーサービス

(注) 文書扱いは、付帯物件が付されている場合に限ります。

3万円以上
3万円未満

108円
無　料
108円

108円

無　料
108円

108円

総合振込、振込・振替、照会
振込・振替、照会
振込・振替、照会
照会
振込・振替、照会
ＦＡＸ振込案内サービス
ＦＡＸ入出金明細通知サービス

1冊につき(50枚綴り)
1冊につき(25枚綴り)

割賦販売通知書1通につき
1枚
1枚につき

小切手帳
約束手形帳 
署名判登録
署名判登録変更 
マル専口座開設
マル専手形用紙
自己宛小切手発行

発生記録請求
譲渡記録請求
分割（譲渡）記録請求

1件につき
1件につき
1件につき

2,160円
1,080円

216円
無 料
無 料

1,080円
1,080円

324円
216円
216円

648円
432円

5,400円
2,160円
3,240円

540円
540円

216円
108円
216円
216円
216円

756円
540円

648円
432円

648円
432円
648円
432円

3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満

324円
216円

  7:00～   8:00
   8:00～ 18:00
 18:00～ 21:00
  7:00～ 17:00
 17:00～ 21:00

至急扱い（個別取立）

普通扱い（集中又は個別取立）

不渡手形返却料
取立手形組戻料

上記以外の
金融機関宛

自店・本支店・高山手形交換所加盟金融機関宛

振 込 手 数 料 当組合宛他金融機関宛

3万円以上
3万円未満

法人インターネットバンキング
個人インターネットバンキング
モバイルバンキング
ファームバンキング

無 料
864円
648円

648円

当組合カード

(注) 住宅取得控除証明書の自動発行手数料は窓口発行と同様とします。
(注) 住宅金融支援機構等の代理貸付に係る手数料は、各取扱機関の定めによります。

(注) 各種カード再発行手数料は、旧カードのご提示がある場合は無料とします。

平　日

土曜日
日曜日
祝   日

利 用 時 間
無　料
無　料
無　料
無　料
無　料

  7:00～   8:00
   8:00～ 18:00
 18:00～ 21:00
  7:00～   8:00
   8:00～ 21:00

③振込の場合

平　日

土曜日・日曜日・祝日

利 用 時 間

108円
無　料
108円
108円

108円
無　料
108円
108円

108円
無　料
108円
108円

216円
108円
216円
216円

  7:00～   8:00
   8:00～ 18:00
 18:00～ 21:00
  7:00～ 21:00

49枚
 500枚
 1,000枚

2,000枚
 

持込枚数またはお持帰り枚数（紙幣、硬貨の合計）
のうち、いずれか多い枚数

無　料
324円
432円
648円

1,000枚毎に  324円加算

円貨両替（現金整理）手数料

1,080円

小（深さ 10㎝未満）
小（高さ  6㎝未満）
中（高さ 10㎝未満）
大（高さ 14㎝未満）

契約料  

保護預かり（被封預かり・封滅預かり） 1,080円

3,240円

再発行手数料

再発行
手数料

540円
540円
540円

1,080円
540円
540円
無　料

④ゆうちょ銀行のカードの場合

平　日

土曜日

日曜日・祝日

利 用 時 間

種 類

216円
108円
216円
216円
108円
216円
216円

  7:00～   8:45
   8:45～ 18:00
 18:00～ 21:00
  7:00～   9:00
　　9:00～ 14:00
 14:00～ 21:00
   7:00～ 21:00

引出し・預入れ

①引出の場合

①窓口

貸金庫・夜間金庫利用手数料

保護預かり手数料

貸金庫使用料

自動貸金庫使用料

夜間金庫使用料

無　料
無　料
無　料
無　料

6,480円
9,720円

15,552円
21,384円
12,960円

年間使用料

残高証明書
融資証明書
住宅取得控除証明書
その他証明書

1通につき
1通につき
1通につき
1通につき

1件につき
1件につき
1件につき
1件につき
1件につき
1件につき

通帳再発行
証書再発行
ＣＤカード再発行
ＩＣカード再発行・更新
ローンカード再発行
貸金庫カード再発行
出資証券再発行

株式払込
取扱手数料

個人情報開示
手数料

配当金支払
取扱手数料

一般払込の場合

一括払込の場合

全店支払方式

特定店支払方式

窓口発行
証明書発行手数料

各種証明書
216円

216円
216円

646円

646円
646円

郵送分

各種手数料

両替手数料

払込金額×０.３５％+消費税
他に受付票1通につき　5円
払込金額×０.２５％+消費税
配当金支払額×０.０８％+消費税
他に領収書1通につき　5円
配当金支払額×０.３％+消費税

1通につき 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 216円
但し、郵送による場合上記の他に郵送1通につき 　　646円

1枚～
50枚～

501枚～
1,001枚～
2,001枚～

持帰り枚数
無　料
100円
200円

円貨両替手数料
②両替機

1枚～
50枚～

500枚～

年　間

相互入金提携カード当組合カード
216円
108円
216円
216円
216円

※1  十六銀行 及び 益田信用組合、バロー神岡出張所における 富山第一銀行・高山信用金庫の
       キャッシュカードをいいます。
※2  一部の時間延長している信用組合に限り利用できます。
(注)カードによる振込みの場合は、上記手数料のほか振込手数料が必要となります。
       キャッシング提携カードのサービス時間・ご利用手数料はカード会社により異なります。

グッドサポートローン事務手数料
融資条件変更手数料
固定選択型住宅ローン更新時、固定金利再選択手数料
保証書発行手数料

不動産担保
事務手数料

でんさいネット
手数料

証書貸付
繰上償還
手数料※1

※1 証書貸付繰上償還手数料は、融資実行日から４カ月以内の繰上償還または、当初借入金額が
　  40万円以下は無料とします。
※1 新規与信による繰上返済部分の償還手数料は無料とします。
(注) 代理貸付・保証付貸付については各保証会社等の定めによります。
(注) 同時に複数の手数料項目が発生する場合は、最も高い手数料のみ徴求します。

追加担保設定 １回につき（住宅ローン除く）
極度額変更　 １回につき
根抵当権の抹消　１件につき

設定額2,000万円以下
設定額2,000万円超
住宅ローン

新規担保設定
１件につき

消費者ローン

一部繰上償還

債務者変更　１回につき

担保物件の一部抹消　１回につき
（土地収用の場合は無料）

全
部
繰
上
償
還

 100万円未満 
 100万円以上 300万円未満  
 300万円以上 1,000万円未満
 1,000万円以上 2,000万円未満
 2,000万円以上  

※1  第２地方銀行、信用金庫、他信用組合、労働金庫のキャッシュカードをいいます。
　　（一部ご利用いただけない金融機関があります。）

※1  十六銀行 及び 益田信用組合、バロー神岡出張所における 富山第一銀行・高山信用金庫の
　　キャッシュカードをいいます。利用時間はそれぞれ異なります。
(注) 振込みの場合は、上記手数料のほか、振込手数料が必要となります。

※2  一部の時間延長している信用組合に限り利用できます。

※2

※2

※2

※2

※1

(注) 1回の両替枚数は、機種最大投出枚数までとします。

49枚
 499枚

機種最大投出枚数

１．本表の手数料は、平成29年6月20日現在です。　２．本表の手数料には、消費税が含まれております。

32,400円
54,000円
32,400円
32,400円
10,800円
10,800円

10,800円

10,800円
3,240円

10,800円
21,600円
32,400円
43,200円
54,000円

5,400円
3,240円

10,800円
5,400円

無　料

主な手数料のご案内
１

2

3

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

取立手形店頭呈示料
送金・振込の組戻料

当組合
カード 現金扱い他金融機関

カード
無料振込提携

カード※1
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項目

◆ 連結自己資本比率

◆ 信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高(連結)
　	【業種別および残存期間別】
　	影響が僅少であるため記載を省略します。

◆ 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額（連結）　	
　	単体と同一です。

◆ 業種別の個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等（連結）　	
　	単体と同一です。

◆ リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等（連結）　	
　	影響が僅少であるため記載を省略します。

◆ 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー（連結）　	
　	単体と同一です。

◆ 証券化エクスポージャーに関する事項（連結）
　該当はございません。

◆ 出資等エクスポージャーに関する事項（連結）	
　	影響が僅少であるため記載を省略します。

（単位：百万円）

　コア資本に係る調整項目の額	(ロ)	
自己資本
　自己資本の額((イ)－(ロ))　　（ハ）	 	
リスク・アセット等(３)
　信用リスク・アセットの額の合計額　
　　	うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　	　	　うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）　　　　　
　　　　　うち、繰延税金資産
　　	　	　うち、退職給付に係る資産
　　	　	　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　	　	　うち、上記以外に該当するものの額

　オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額	
　信用リスク・アセット調整額
　オペレーショナル・リスク相当額調整額

　リスク・アセット等の額の合計額(ニ)
連結自己資本比率
連結自己資本比率((ハ)／(ニ))

平成27年度 平成28年度経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

16

23,594

120,362
△ 15,616

25

－

－

△ 15,641

－

6,873

－

－

127,235

18.54

21

24,235

135,471
△ 6,235

14

－

－

△ 6,249

－

6,818

－

－

142,289

17.03% %

　信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）：連結

　証券化エクスポージャー・出資等エクスポージャーに関する事項：連結

※単体の各種指標につきましてはＰ15～17をご参照ください。


